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は
じ
め
に

日
本
の
戦
後
政
党
史
に
お
け
る
最
も
重
要
な
疑
問
は
、
「
な
ぜ
自
由
民
主
党
(
単
独
)
政
権
が
九

0
年
代
ま
で
続
い
た
か
」
「
な
ぜ

日
本
社
会
党
な
ど
野
党
は
そ
の
時
期
ま
で
政
権
を
獲
得
し
え
な
か
っ
た
し
、

ま
た
政
権
に
接
近
す
ら
で
き
な
か
っ
た
か
」
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
間
は
、
現
在
も
続
く
「
な
ぜ
」

つ
ま
り

「
日
本
で

は
な
ぜ
『
野
党
』
(
さ
ら
に
政
党

一
般
)

の
基
紘
は
脆
弱
な
の
か
」
に

述
な
る
き
わ
め
て
重
要
な
問
い
か
け
で
あ
る
。

政党と利品目|体・圧力目|体

こ
う
し
た
疑
問

へ
の
答
え
は
幾
通
り
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
が
、

そ
の
箆
え
を
政
党
や
政
治
家
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
そ
の
も
の
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
圧
力
団
体
、
利
益
団
体
そ
し
て
市
民
社
会
総
体
の
構
造
の
中
に
み
る
必
安
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
木

{l
)
 

訪
の
出
発
点
で
あ
る
。
本
論
は
現
代
日
本
政
治
の

「(社
会
的
)
下
部
栴
浩
」
と
し
て
利
政
団
体
に
在
目
し
て
み
た
い
。

木
章
で
利
疏
同
体
と
レ
う
場
合
、
利
議
目
的
で
組
織
さ
れ
た
集
団
、
具
体
的
に
は
各
種
の
団
体
や
組
合
、
そ
れ
ら
の
連
合
体
と
い

う
形
態
で
の
利
益
集
団
を
念
頭
に
お
い

て
い
る
。

日
本
経
団
連
や
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
、
日
本
医
師
会
、
グ
リ
ー

ン
ピ

ー
ス
ジ

ャ
パ
ン
か
ら
個
々

の
業
界
団
体
、
農
協
や
労
組
、
市
民
団
体
、

N
P
O
、
N
G
O
な
ど
で
あ
る
。
利
益
集
団
や
圧
力
団
体
と
い
う
用

語
は
、
も
う
少
し
広
く
政
治
に
働
き
か
け
る
集
団
一
r

般
を
含
む
。
具
体
的
に
は
団
体
、
た
け
で
な
く
個
々
の
利
宣
日
関
係
者
、
会
社
や
地

方
自
治
体
か
ら
、
は
て
は
他
の
政
府
部
署
の
官
僚
や
族
議
員
ま
で
今
日
む
場
合
さ
え
あ
る
。
本
輩
で
は
、
こ
の
広
義
で
の
圧
力
団
体
に

つ
い
て
は
、
デ

ー
タ
の
杷
慢
悶
灘
か
ら
企
業
の
政
治
資
金
な
と

一
部
を
除
き
、
諮
る
こ
と
は
し
な
レ
。

木
章
は
、
五
五
年
体
制
の
前
期
を
分
析
す
る
第
三
巻
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
、
現
在
ま
で
な
お

基
本
的
に
は
継
続
す
る
団
体
構
造
お
よ
び
団
体
と
政
党
の
関
係
が
こ
の
同
に
椛
立
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
で
中
め
り
、
適
当
で
あ
ろ
う
。

た
だ
本
章
は
、
他
の
巻
に
お
い
て
そ
れ
以
後
の
団
体
構
造
や
団
体
関
係
が
分
析
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
だ
け
で
な
く
戦
後

か
ら
現
在
に
い
た
る
団
体
と
政
党
に
関
す
る
全
体
の
流
れ
も
ま
た
扱
い
た
い
。
と
は
い
え
、
分
析
自
体
は
、
次
に
一
不
す
調
査
デ
ー
タ

465 
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上
の
制
約
か
ら
主
と
し
て

九
七

0
年
代
か
ら
九

0
年
代
を
中
心
に
行
う
。

466 

本
章
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
他
の
章
が
主
と
し
て
歴
史
記
述
的
な
分
析
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、

日
本
の
市
民
社
会

的
な
下
部
構
造
の
総
体
を
捉
え
た
い
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
異
な
っ
た
素
材
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
各
種
政
府
統
計
以
外

に
、
筆
者
が
関
係
し
た
サ
ー
ベ
イ
を
用
い
る
。
そ
こ
に
は
村
松
岐
夫
を
主
査
と
し
て
行
わ
れ
た
日
本
初
の
一
九
八

O
年
団
体
調
査
と

九
四
年
の
団
体
調
査
(
二
つ
の
サ
ー
ベ
イ
は
準
パ
ネ
ル
調
査
の
性
格
を
も
っ
。
部
分
的
に
一
九
七
八
年
と
八
七
年
の
国
会
議
員
調
査
、

(
2
)
 

年
の
官
僚
調
査
)
、
そ
し
て
辻
中
豊
を
主
査
と
し
て
行
わ
れ
た
一
九
九
七
年
か
ら
ニ

0
0
0年
に
か
け
て
の
間
際
的
な
団
体
基
礎
構
造

(
3
)
 

調
査
(
以
下
J
I
G
S
調
査
。
日
本
以
外
に
斡
国
、
米
国
、
ド
イ
ツ
調
査
が
あ
り
、
適
宜
そ
れ
ら
も
参
照
す
る
)
で
あ
る
。
八

O
年
と
九
四
年

一
九
七
六

の
団
体
調
査
は
、
中
央
レ
ベ
ル
の
影
響
力
の
大
き
い
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、

一
応
「
圧
力
団
体
」
と
し
て
の
利
疏
団
体
の

構
造
や
動
向
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
九
七
年
の

J
I
G
S
調
査
(
日
本
)
は
包
括
的
な
社
会
団
体
調
査
で
あ
る
か
ら
市
民
社
会
レ
ベ

ル
の
利
益
団
体
の
構
造
や
動
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
圧
力
団
体
、
利
益
団
体
の
具
体
例
を
挙
げ
、
読
者
の
民
解
を
助
け
た
い
。
九
四
年
団
体
調
査
は
、

日
本
。〉

j三

要
な
二
四
七
団
体
に
面
接
し
、
質
問
票
へ
の
答
え
を
求
め
て
い
る
。
向
調
査
の

Q
m
例
に
お
い
て
「
あ
な
た
の
個
人
的
な
判
断
で
結

構
で
す
が
、
次
の
中
か
ら
日
本
の
政
策
形
成
全
般
に
影
響
力
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
間
体
を
選
ん
で
く
だ
さ
い

と
い
う
質
問
が
あ

り
、
表

1
は
主
要
な
一

O
O団
体
リ
ス
ト
の
な
か
で

に
影
響
力
が
あ
る
」
と
回
答
さ
れ
た
団
体
を
、
回
答
数
の
多
い
順
に
五

八
位
ま
で
リ
ス
ト
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ト
ッ
プ
の
経
団
連
は
、

二
四
七
団
体
中
一
九
七
団
体
が
「
影
響
力
あ
り
」
と
回
答
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
表
は
一
般
に
考
え
ら
れ
る
圧
力
団
体
、
利
益
団
体
の
を
に
近
い
。

こ
の
表
に
は
、
経
済
団
体
二
二
(
総
合
同
体
六
、
業
界
団
体
一

O
、
中
小
企
業
間
体
六
)
、
労
働
組
合
一
七
(
全
国
連
合
体
問
、
成
業
別
一



第 81主 政党と利益i主体;・圧力団体

表 1 団体の影響力評点I1関投 (1994年団体調査)

IIWi{sL 団体名 影響力 i!I偵位 団体名
影響力

評点

l 経済団体連合会 197 32 全国市議会議長会 21 

2 経済同友会 142 33 全国l?'!iTF:1l体連合会 20 

3 日本労働組合総連合会(連合) 131 34 全国商工連合会 20 

日本経営者団体連盟 122 35 ゼンセンI司法! 20 

日本商工会議所 105 36 全日本電気機23労働組合連合会
20 

6 全国銀行協会連合会 66 (1!J:機労連)

7 全国知事会 57 37 全日本金属産業労働組合協議会

8 関西経済連合会 53 ([MF-JC) 
19 

9 全国農業協同組合中央会 50 I 38 全日本自動車産業労働組合総連合
18 

10 E!"*鉄鋼連盟 49 会(自動車総連)

11 日本医師会 39 悶営企業等労働組合協議会(公労協) 18 

12 石油連盟 42 40 健康保険組合連合会 18 

13 全国中小企業団体中央会 42 41 主婦連合会 18 

14 日本生産性本部 40 42 EI本生活協同組合連合会 18 

15 全国市長会 37 43 生命保険協会 17 

16 電気卒業連合会 34 44 EI 本鉄鋼産業労働組合連合会
17 

17 全国都道府県議会議長会 30 (鉄鋼労連)

18 全日本自治団体労働組合(自治労) 28 45 全日本鉄道労働組合総連合会
17 

19 全国建設菜協会 27 (JR総連)

20 全国労働組合総連合(全労連) 27 46 全国urr村議会議長会 17 

21 日本教職員組合 26 47 全国漁業協同組合連合会 17 

22 日本弁護士ぉ連合会 26 48 EI本EI!fVJ1P販売協会連合会 16 

23 全国労働組合連絡協議会(全労協) 25 49 全日本海員組合 16 

24 日本証券業協会 24 50 全逓信労働組合(全逓) 16 

25 日本中小企業団体連盟 24 51 全国社会福祉協議会 16 

26 全田町村会 23 52 日本選版会 16 

27 大阪商工会議所 22 53 部落解放同盟 16 

28 日本私鉄労働組合総連合会 54 全国融農業協同組合連合会 16 

(広鉄総連)
22 

55 EI本製薬団体連合会 15 

29 日本民営鉄道協会 21 56 全国電気通信労働組合(全電通) 15 

30 日本青年会議所 21 57 全間金属機械労働組合(金属機械) 15 

31 全国中小企業団体総連合 21 58 日本:街科医師会 15 
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が
含
ま
れ
て
い
る
。
上
位
に
は
、
経
済
総
合
団
体
や
了
掃
の
労
組
、
地
方
自
治
団
体
、
専
門
家
団
体
な
ど
が
み
ら
れ
る
が
、

わ
l争

468 

る
生
産
者
団
体
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
利
益
団
体
の
一
般
的
な
認
識
を
確
認
し
た
う
え
で
、
次
に
、

の

サ
ー
ベ
イ
や
統
計
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
き
な
が
ら
、
団
体
と
政
党
と
い
う
視
角
か
ら
み
た
時
期
反
分
を
試
み
る
。
次
い
で
主
要
た
同

体
の
分
野
や
動
き
を
歴
史
的
に
概
観
し
、

そ
の
後
七

0
1
九
0
年
代
の
政
党
と
団
体
の
関
係
や
影
響
力
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
政
権
交

代
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
デ
ー
タ
に
沿
い
な
が
ら
、
分
析
を
試
み
る
。

注

筆
者
の
方
法
や
定
義
、
調
査
対
象
な
ど
に
関
し
て
は
、
辻
中
山
長
一
編
『
現
代
日
本
の
市
民
社
会
・
利
話
団
体
』
木
鐸
社
、

、
二
章
参
加
…
。
日
本
の
利
益
間
体
と
政
党
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
構
造
的
な
視
点
と
と
も
に
、
世
界
的
な
比
較
と
安
説
の
祝

点
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
筆
者
は
先
の
編
著
を
初
め
と
す
る
シ
リ
ー
ズ
『
現
代
批
界
の
市
民
社
会
'
利
誌
同
体
』
を
編
纂
中

で
あ
り
、
そ
の
実
証
的
基
盤
と
し
て
「
佐
川
介
の
比
較
市
民
社
会
組
織
調
査
」
(
同
体
基
礎
構
造
調
査
、
略
称
J
i
G
S
制
査
)
と
「
佐
川
汁
の
地

球
環
境
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
調
査
」
(
略
称

G
E
P
O
N
)
を
九
七
年
か
ら
開
始
し
て
い
る
。

(
2
)

村
松
岐
夫
・
伊
藤
光
利
・
辻
中
山
一
民
『
戦
後
日
本
の
圧
力
団
体
』
東
洋
経
済
新
報
社
、

臨
時
増
刊
号
「
特
集

。。

第

一
九
八
六
年
。
『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

ーし

1
L
I、
ド

1

J
/ノ
J
Jノ
/
ノ
ノ
ー

政
権
移
行
期
の
正
力
団
体
、

3 

J
I
G
S
調
査
に
関
し
て
は
辻
中
山
一
党
編
吋
現
代
日
本
の
市
民
社
会
・
利
詰
問
体
』
木
鐸
社

一一

O
O
二
年
。

十
日
l

仙
一
子
日
立
般
消
一
総
『
克

t

j
i
-
-
t
i
j
i
g
-
{
 

幹
回
の
市
民
社
会
・
利
誌
団
体
』
木
鍔
社
、

二

O
O
四
年
を
参
照
。
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( tl¥典)JIGS調査c

戦
後
日
本
の
政
治
と
団
体
時
期
区
分

団
体
基
礎
構
造
調
査

(
J
I
G
S
調
査
一
九
九
七
年
)

か
ら
み
た
時
期
区
分

ま
ず
市
民
社
会
で
の
団
体
世
界
の
形
成
を
、
現
在
か
ら
娠
り
返

る
こ
と
で
確
認
し
た
い
。
団
体
某
一
勝
一
構
造
調
査
同
点

(
J
I
G
S

調
査
一
九
九
ヒ
1
二

O
O
O年
)

の
団
体
設
立
年
の
分
布
を
観
察
し

ょ
う
。

J
I
G
S
調
査
(
日
本
)
は
九
七
年
に
な
さ
れ

そ
の
後

の
構
造
改
革
の
影
響
を
受
け
る
手
前
の
時
点
で
あ
る
。
凶
ー
は
そ

の
時
点
に
東
京
な
ど
四
か
国
の
首
都
に
存
在
し
た
団
体
、
が
設
立
さ

れ
た
同
期
を
示
す
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
時
期
ご
と
の
実
際
の
団
体
の

設
立
数
で
な
く
、
調
査
年
ま
で
生
き
残
っ
た
も
の
の
設
立
数
で
あ

る
。
こ
の
図
で
は
五
年
ご
と
に
設
立
数
を
ま
と
め
て
あ
る
。

日
本
が
他
の
三
か
国
と
は
異
な
り
、
と
の
国
よ
り

こ
の
図
は
、

も
「
戦
後
構
造
一
を
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
団
体
の
設
立
年
分
布
に
は
、
戦
後
か
ら
調
査
時
点

ま
で
の
う
ち
前
半
、
特
に
敗
戦
直
後
の
四
六
i
五

O
年
に
最
大
の
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セケター別市民社会の団体設立年分布(東京における 5年毎の設立数推移)
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つ
い
で
六
一

1
七
五
年
の
五
五
年
体
制
前
半
の
い
わ
ゆ
る
高
度

470 

成
長
期
に
団
体
設
立
の
山
、
が
見
出
せ
、
こ
の
時
期
生
ま
れ
の
団
体
が
現

在
も
日
本
で
は
健
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

日
本
で
は
「
戦
後
」
や

「
高
度
成
長
期
」
の
意
味
が
団
体
世
界
の
中
で
は
と
り
わ
け
大
き
い
の

で
ふ
め
る
。

た
だ
グ
ラ
フ
か
ら
は
八

0
年
代
以
降
再
び
設
立
が
増
え
始
め

て
お
り
、
第
三
の
山
も
見
出
せ
る
。

も
う
一
つ
同
じ

J
I
G
S
調
査
の
セ
ク
タ
ー
(
分
野
)
別
の
団
体
設

立
パ
タ
ー
ン
を
観
察
し
よ
う
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
噴
出

期
に
ど
の
分
野
の
団
体
、
が
発
生
し

た
か
で
あ
る
。

J 

G 
S 
調
査
で
t主

一
O
分
類
で
団
体
に
自
己
分
類
を
さ
せ
て
い

る

(
Q
1
)

が
、
農
業
、
経
済
、
労
働
問
体
を
「
生
産
者
団
体
セ
ク
タ

ー
い
、
教
育
、
行
政
関
係
、
福
祉
、
専
門
家
団
体
を
「
公
共
(
サ
l
ビ

ス
)
間
体
セ
ク
タ
ー
」
、
政
治
、
市
民
団
体
を
「
市
民
団
体
セ
ク
タ
ー
」

(
そ
し
て
国
際
比
較
の
関
係
上
、
そ
の
他
の
分
類
か
ら
宗
教
同
体
を
取
り
出
し
、

宗
教
団
体
セ
ク
タ
ー
て
そ
し
て
そ
れ
以
外
を
「
そ
の
他
」
と
し
て
表
示

(
}
)
 

し
た
の
が
、
図

2
で
あ
る
。

」
の
凶
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
は
、
①
戦
後
直
後
に
噴
出
し
(
調
査
時

点
ま
で
存
続
し
)
た
の
は

と
り
わ
け
生
産
者
団
体
で
あ
る
。
②
戦
後



直
後
、
高
度
成
長
期

八

0
年
代
後

γ
と
い
う
三
つ
の
披
(
山
)
が
あ
る
の
は

生
産
者
団
体
、

公
共
同
凶
体
、

そ
の
他
の
団
体
に
は

ぽ
共
通
で
あ
る
。

③
市
民
団
体
セ
ク
タ
ー
は
最
近
の
設
立
が
多
い
。

④
戦
前
と
戦
後
の
断
絶
は
大
き
レ
。

な
ど
の
点
で
あ
る
。

の

市
民
討
会
団
体
で
の
設
立
年
の
分
析
か
ら

戦
後
の
日
本
の
団
体
山
界
が

一
九
五
六

1
六

O
年

七
六

(
)
八

O
年
を
画
期
と
し
て

な
い
し
凶
つ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

事
業
所
統
計
か
ら
み
た
時
期
区
分

前
項
で

み
た
の
は
現
在
(
訓
査
叫
点
九
七
年
)
の
視
角
か
ら
み
た
団
体
の
形
成
で
あ
っ
た
。

今
度
は
事
世
来
所
統
計
と
い
う
政
府
統
計

(

一

-
1

五
行
間
隔
)
を
用
い
て
、
団
体
の
、
実
際
の
規
棋
の
併
移
を
観
察
し
て
み
よ
う
。
団
体
の
事
業
所
ー
と
事
業
所
で
の
従
業
者
数
の

(
2
)
 

統
一計
で
あ
る
。

2 

政党と利益団体・圧力t'll体

凶

3
、
図

4
は
事
業
所
統
計
に
よ
る
間
体
数
、
団
体
従
業
者
数
を
人
口
一

O
万
人
当
た
り
を
計
算
し
ず
」
ク
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
団
体
と
い
う
の
は
、
小
分
類
で
「
非
営
利
団
体
」
な
い
し
「
政
治
・
経
済
・
文
化
団
体
」
ト
」
し
て
集
計
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
経
・
的
団
体
、
労
働
団
体
、
政
治
団
体
、
学
術
文
化
団
体
、
そ
の
他
の
団
体
を
細
分
類
に
合
ん
で
い
る
。
農
協
な
ど
の
協
同
組

合
は
別
の
小
分
類
で
あ
り
含
ん
で
い
な
い
の
で
、
参
考
と
し
て
そ
れ
も
掲
げ
た
が
団
体
計
に
は
含
ん
で
い
な
い
。

こ
の
図
の
示
す
時
々
の
団
体
の
実
際
の
規
摸
(
人
口
当
た
り
団
体
数
や
団
体
従
業
者
数
)
か
ら
時
期
区
仏
川
を
試
み
よ
う
。
図

3
か
ら

は、

一
九
五
七
年
ま
で
、
主
七
年
か
ら
六
六
年
、
六
六
年
か
ら
七
五
年
、
七
五
年
か
ら
九
六
年
、
九
六
伝
l

以
降
の
五
区
分
、
図

4
は

一
九
五
七
年
ま
で
、
五
七
年
か
ら
七
五
年
、
七
五
年
か
ら
九
六
年
、
九
六
年
以
降
の
四
区
分
が
可
能
で
ふ
め
る
。
団
体
数
は
あ
る
意
味

で
波
動
を
描
い
て
お
り
、
減
少
、
増
大
、
停
滞
、
増
大
、
停
滞
の
サ
イ
ク
ル
を
示
す
。
従
業
者
数
は
、
ふ
人
桁
減
少
、
緩
や
か
な
噌
大
、

急
な
増
大
、
停
滞
で
あ
る
。
た
だ
し
、
参
考
の
農
協
の
、
グ
ラ
フ
は
異
な
り
、
団
体
数
は
六

O
年
ま
で
の
白
む
ぷ
大
、
そ
の
後
の
な
だ
ら

471 
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図 3 人口当たり団体事業所数・全産業事業所数の変化(日本)
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か
な
減
少
、
従
業
者
数
は
七
二
年
ま
で
の
急
な
増
大
、

八
一
年
ま
で
の
停
滞
、

そ
の
後
の
減
少
を
示
し
て
い
る
。
九
六
キ
以
降
は
、

後
掲
の
グ
ラ
フ
に
示
す
よ
う
に
急
激
な
団
体
財
政
の
恕
化
が
み
ら
れ
、
政
治
・
行
政
の
シ
ス
テ
ム
転
換
の
模
索
と
と
も
に
期
を
画
寸

る
に
値
す
る
時
川
別
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

農
協
を
別
と
す
れ
ば
、
先
の
市
民
社
会
の
間
体
設
立
年
分
布
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
よ
う
に
、
五
七
年
頃
、
(
六
六
年
頃
)
、
七
五
年
頃
、

(3) 

九
六
年
頃
を
画
期
と
す
る
時
期
区
分
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
政
党
政
治
の
区
分
、
五
五
年
体
制
以
前
(
五
五
行
以
前
)
、
五

五
年
体
制
期
(
五

K
l
九一
一一
行
)
、
そ
し
て
五
五
年
体
制
以
後
(
九
一
三
年
以
降
)
と
対
応
す
る
と
と
も
に
、
戦
後
経
済
の
時
期
区
分
と
も

ほ
ぼ
対
応
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
章
で
は
、
四
五
年
か
ら
五
ヒ
年
ま
で
は
戦
後
復
興
期
、
五
七
年
か
ら
七
五
年
を
高
度
成

長
(
工
業
)
如
、
七
五
年
か
ら
九
六
年
を
ポ
ス
ト
工
業
化
則
、
九
六
年
以
降
を
シ
ス
テ
ム
転
換
期
と
時
期
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
同

(
1
)

市
民
計
会
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
個
別
間
体
分
数
、
ま
た
法
人
特
別
の
凶
体
分
担
で
詳
細
な
分
析
か
」
わ
っ
て
い
る
(
辻
小
皆

・
雌
松
鍋
編

的
“
現
代
斡
国
の
市
民
社
会
・
利
品
同
体
』
本
鐸
社
、
ご

O
O
四
年
、
第
四
章
)
い
か
、
基
本
的
な
動
向
は
こ
の
セ
ク
タ
ー
に
ド
集
約
し
た
も
の
で
把

担
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
圧
力
団
体
レ
ベ
ル
で
も
、
戦
前
期
と
の
対
比
で
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
(
村
松
岐
夫
・
伊
藤
光
利
・
辻
中
型
『
戦
後

日
本
の
圧
力
団
体
』
東
口
経
済
新
報

U
、

一
九
八
六
年
、
第
一一
泣
き
が
、
類
似
の
傾
向
を
見
い
出
せ
る
。

(
2
)

事
業
所
統
計
は
、
団
体
の
犯
握
の
し
か
た
、
印
体
の
範
凶
に
お
い
て
、

J
I
G
S
訓
査
の
よ
う
な
屯
話
帳
に
基
づ
く
調
査
や
同
体
調
査
の

よ
う
に
若
名
で
重
要
な
凶
体
に
絞
っ
た
調
査
と
は
呉
な
る
。
事
業
所
統
計
は

一
名
以
上
の
従
業
者
の
い
る
常
器
、
独
立
の
」
事
業
所
を
単
位
と
す

る
統
計
で
あ
る
。
詳
し
く
は
辻
中
山
一
万
編
『
現
代
日
本
の
市
民
社
会
・
利
益
団
体
』
本
鐸
社
、
ニ

O
O
二

年

、

二

一二
章
を
参
照
。

名
年
は
訓
査
年
に
よ
る
た
め

「頃
」
と
し
た
。

加
に
お
け
る
団
体
と
政
党
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

(
注
)

政党と利益Ul休・Ef力Icll休第8言:
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各
時
期
に
お
け
る
団
体
と
政
治

474 

(
2
)
 

戦
後
復
興
期
(
一
九
四
五

l
五
七
年
頃
)

こ
の
時
期
は
、
戦
後
の
団
体
政
治
構
造
の
形
成
期
で
あ
る
。
当
初
、
階
級
政
治
の
様
相
を
み
せ
た
も
の
の
、
次
第
に
そ
れ
を
弱
め
、

擬
似
的
な
階
級
配
置
を
残
し
た
多
元
的
団
体
政
治
構
造
の
形
成
ヘ
向
か
う
。
こ
の
期
は
前
半
、

四
六

1
五
O
年、

五
二

1
五
三
年
の

グ
ラ
フ
で
峰
型
を
示
す
噴
出
期
と
、
後
半
五
三
1
五
七
年
の
(
噴
出
後
の
)
停
滞
整
理
期
に
細
分
で
き
る
。

こ
の
時
期
の
初
め
数
年
は
、

日
本
近
代
史
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
団
体
の
噴
出
期
で
あ

っ
た
。
そ
し

そ
う
し
た
多
数
の
団
体
が
教
理
統
合
さ
れ
て
い
く
時
州
別
で
あ
る
。
先
に
図

1
で
み
た
よ
う
に
戦
前
か
ら
戦
後
に
継
続
し

(3) 

て
存
続
す
る
団
体
の
割
合
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
し
か
し
戦
前
の
各
時
期
に
お
い
て
団
体
が
設
立
さ
れ
、
運
営
経
験
を
も
っ
た
意
味

て
後
半
は
、

は
大
き
い
。

-

ー

し

ご

一

l
人
」
り

てプ一一一

7
1
j土
日

つ
ま
り
国
家
の
団
体
へ
の
本
格
的
介
入
が
強
ま
り
、
政
党
政
治
が
変
質
し
は
じ
め
る
以
前
に
団
体

設
立
を
終
え
、

さ
ら
に
頂
上
団
体
を
も
っ
た
団
体
の
分
類
で
は
、
戦
中
期
に
お
け
る
国
家
に
よ
る
統
合
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦

後
す
ぐ
に
か
つ
て
の
(
戦
中
期
以
前
の
)
団
体
・
組
合
の
復
活
が
相
次
い
だ
。
も
う

一
点
見
逃
し
え
な
い
の
は

一
九
一一一

0
年
代
以
降
、

国
家
コ

l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
も
と
で
労
働
組
合
の
産
業
報
国
会
へ
の
統
合
・
変
質
な
ど
も
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
組
織
化
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
社
会
の
分
野
が
強
制
的
に
組
織
化
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

一
九
三

0
1
四
七
年
に
か
け
て
急

速
な
団
体
従
事
者
数
の
増
加
(
国
勢
調
査
に
お
い
て
広
義
の
間
体
従
菜
者
の
全
従
事
者
に
対
す
る
比
率
0
・
一一二
%
か
ら
一
・
一
六
%
へ
)
が

み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

工
業
化
に
対
応
す
る
団
体
形
成
は
、
自
立
性
と
い
う
点
以
外
で
は
、

か
な
り
の
程
度
完
成
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る

Q



戦
後
の
急
速
な
団
体
の
形
成
の
う
ち
、
戦
前
の
衣
替
え
な
ど
が
大
部
分
を
占
め
る
の
は
大
企
業
や
専
門
家
団
体
、
教
育
団
体
な
ど

の
分
野
で
あ
る
。
経
済
団
体
連
合
会
(
経
団
連
)
が
一
九
四
六
咋
に
発
足
し
た
時
点
で
九
七
の
業
種
別
団
体
を
合
ん
で
い
た
が
、

九
八
七
年
に
な
っ
て
も
そ
の
数
は

九
団
体
に
過
ぎ
ず
(

。
。
二
討
に
統
合
し
た
日
本
経
団
連
で
も

τ工
ハ
)
、
こ
の
分
針
で
は
戦

後
す
ぐ
に
、

つ
ま
り
実
質
的
に
は
戦
前
期
に
相
当
粧
し
位
、

主
要
産
業
に
関
連
し
た
団
体
設
立
が
す
ま
さ
れ
て
レ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
前
期
に
前
身
と
な
る
凶
体
を
も
つ
も
の
の
、
戦
後
新
し
く
自
立
的
な
団
体
と
し
て
法
制
度
も
磐
備
さ
れ
て
発
足
し
た
も
の
に
農

業
協
同
組
合
(
前
身
は
産
業
組
合
)
や
各
磁
の
中
小
企
業
協
同
組
合
(
前
身
は
工
業
組
合
ヤ
的
業
組
合
附
さ
が
あ
る
。
農
協
は
一
九
四
七

q
に
農
業
協
同
組
合
法
に
よ
っ
て
、
中
小
企
業
協
同
組
合
は

九
四
九
年
に
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
法
的
根

拠
を
得
て
い
る
。
戦
前
期
の
前
身
団
体
に
比
べ
て
民
主
一
性
、
自
立
性
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
新
し
く
法
的
根
拠
を
得
た
も

の
と
し
て
労
働
組
合
が
あ
る
。
労
働
組
合
は
戦
前
期
に
お
い
て
も
何
度
か
法
認
問
題
が
生
じ
た
が
、
結
局
産
業
報
国
会
と
い
う
形
で

政党と利益団体・fJ力団体

経
営
者
間
体
と
一
体
化
し
た
官
制
の
団
体
と
し
て
し
か
容
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

的
組
拠
を
得
た
労
働
組
合
は
、
戦
前
に
お
い
て
は
九
九
三
組
合
、
四
二
万
人
、
推
定
組
織
率
七
・
九
%
(
戦
後
の
尺
度
で
は
四
な
い
し

五
%
)
が
回
収
高
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
四
六
年
に
は
一
万
二

O
O六
組
合
、
二
一
六
八
万
人
、
推
定
組
織
率
三
九
・
五
%
、
そ
れ

が
一
九
四
九
年
に
は
二
一
万
四
六
八
人
組
合
、
六
六
六
万
人
、
推
定
組
織
率
五
五
・
八
%
ま
で
猛
烈
な
勢
い
で
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
猛
烈
な
組
織
化
の
力
は
占
領
軍
や
日
本
政
府
の
政
策
、
法
的
根
拠
と
い
っ
た
環
境
的
要
因
だ
け
で
は
な
く
、
戦
前
・
戦
中
期
に

一
九
四
五
年
の
労
働
組
合
法
に
よ
っ
て
法

お
い
て
す
で
に
相
当
程
度
団
体
の
経
験
が
叫
恨
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

新
し
い
団
体
や
復
活
し
て
き
た
団
体
が
さ
ま
さ
ま
に
入
り
乱
れ
て
、
四

0
年
代
後
半
は
政
治
状
況
の
混
乱
と
と
も
に
団
体
状
況
も

混
乱
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
朝
鮮
戦
争
を
契
機
と
し
て
急
速
に
日
本
の
政
治
状
況
も
固
定
化
、
安
定
化
へ
向
か
う
。

そ
れ
を
促
し
た
の
は
間
体
状
況
の
回
定
化
、
安
定
化
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
中
小
企
業
団
体
連
盟
、

第8:fi'i 
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つ
い
で
日
本



商
工
会
議
所
を
そ
の
傘
下
か
ら
は
ず
し
、

日
本
産
業
協
議
会
を
解
消
し
た
一
九
五
二
年
の
経
団
連
再
編
。

お
よ
び
一
九
五
四
年
の
住
民

476 

業
委
員
会
法
改
正
、
農
業
協
同
組
合
法
改
正
。
こ
の
両
改
正
は
農
業
団
体
の
中
央
組
織
で
あ
る
農
業
会
議
所
お
よ
び
農
協
中
央
会

(
全
中
)
を
生
み
出
し
た
。
労
働
部
門
で
も
そ
れ
ま
で
の
産
別
会
議
対
総
同
盟
(
い
ず
れ
も
一
九
四
六
年
設
立
)
と
い
う
対
抗
の
図
式
は
、

一
九
五

O
年
の
日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
(
総
評
)

の
結
成
に
よ
っ
て
崩
れ
、
続
い
て
そ
の
中
核
部
分
を
な
す
公
共
企
業
体
等
労
働

組
合
協
議
会
(
一
九
五
三
年
)
が
誕
生
し
た
。

五

0
年
代
の
数
年
間
は
、
国
勢
調
査
や
事
業
所
統
計
の
数
値
か
ら
は
、
下
位
レ
ベ
ル

の
団
体
で
は
猛
烈
な
整
理
が
進
ん
だ
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

一
九
四
七
年
の
国
勢
調
査
や
事
業
所
統
計
も
し
く
は
以
前
の
統
計
と
五

0
年
代
以
降
の
統
計
と
の
連
続
性
が
薄
い
の
で
、
確
実
な
こ
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
団
体
数
で
は
約
半
減
、
団
体
従
業
者
の
数
で

は
三
分
の
一
以
下
に
な
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
整
理
を
経
て
、

五
五
年
体
制
を
利
益
集
団
レ
ベ
ル
で
支
え
た
経
団
連
対

五
五
年
の
政
党
再
編
成
に
利
益
団
体
の
再
編
成
は
先
行
し
、
政
党
再
編
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

総
評
の
対
抗
配
置
が
形
成
さ
れ
た
。

高
度
成
長
(
工
業
)
期
(

こ
の
期
は
、
前
半
五
七
1
六
六
年
の

2 

九
五
七

1
七
五
年
頃

圧
力
団
体
」
の
噴
出
と
定
着
、
既
成
構
造
の
中
で
の
団
体
セ
ク
タ
ー
の
著
し
い
膨
張
の
時

期
と
、
後
半
六
六
j

七
五
年
の
圧
力
団
体
政
治
の
成
熟
期
、
団
体
数
は
安
定
し
、
従
業
者
数
は
増
大
を
統
け
、
団
体
の
ロ
ビ

l
活
動

や
政
治
活
動
が
ル

i
テ
ィ
ン
化
し
て
い
く
時
期
に
細
分
さ
れ
る
。

一
九
五

0
年
代
後
半
か
ら
七

0
年
代
前
半
ま
で
は
日
本
経
済
の
高

度
成
長
に
と
も
な
っ
て
、

工
業
化
型
の
団
体
が
整
備
さ
れ
発
展
し
て
い
っ
た
時
間
別
で
あ
る
。
工
業
化
型
団
体
の
完
成
期
で
あ
る
。

前
半
の
出
発
点
を
彩
る
の
は
、
ま
ず
農
協
や
中
小
企
業
な
ど
の
圧
力
団
体
で
あ
る
。
す
で
に
図
3
、
図

4
で
み
た
よ
う
に
五
七
年

か
ら
六

O
年
に
か
け
て
の
農
協
の
設
立
と
充
実
は
驚
異
的
で
あ
る
。
ま
た
五
五
年
体
制
と
ほ
ぼ
同
時
に
出
発
し
た
中
小
企
業
の
政
治

的
圧
力
活
動
(
中
小
企
業
政
治
連
問
、

一
九
五
六
年
設
立
)
も
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
。
労
働
団
体
や
大
企
業
の
経
済
団
体
が
先
行



し
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
則
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
間
体
が
圧
力
団
体
と
し
て
登
場
し
、
成
立
し
た
ば
か
り
で
ま
だ
五
五
年
体
制
と
い
う

言
葉
も
な
い
政
党
制
の
担
い
手
、
自
制
阿
政
党
に
正
力
を
か
け
、
利
益
実
現
を
政
策
に
期
待
し
た
。

し
か
し

ニ
ヰ
の
業
界
保
護
法
制
が
特
う
と
比
重
を
増
し
て
い
く
の

は、

や
は
り
経
済
団
体
で
あ
っ
た
。

Tt. 
，ヒ

か
ら

ま

で
の
事
業
所
統
計
に
よ
る
間
体
の
哨
加
率
は
六
%
か
ら

一
二
%
程
度
の
一日
何
度
成
長
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
経
済
問
休
で
は
そ
の
噌
加

平
は
高
く

工
札
一
じ
甘
か
ら
六

O
年
は

-
九
%
、
六

O
年
か
ら
六
一
一
一
年
は
二
二

・
四
%
の
増
加
率
を
記
録
し

て
い

る
(
図
3
)。

経
済
団
体
の
人
口

一
O
万
人
当
た
り
事
業
所
数
は

一
九
五
七
年
の

一↑
て
七
か
ら
六
六
年
に
は
八

・
ヒ
ま
で
二
倍
以
上
に
噌
大
す
る
。

特
妹
法
人
に
註
目
し
て
み
よ
う
。
特
殊
法
人
の
最
感
則
は
じ

0
年
代
中
葉
で
あ
り

九
四
乃
人
余
り
)
が
、
行
政
改
革
が
本
絡
化
し
た
八

0
年
代
中
葉
ま
で

に
戦
前
を
合
め

て

二
ハ
一
の
法
人
が
設
立
さ
れ
七
七
が
廃
止

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち

一
九
五
五
年
か
ら
六
七
勾
の
問
に
設
立
は
集
中
し
、
こ
の
期
間
に
九
五
の
法
人
(
全
設
立
数
の
五
九
%
)
が

設
立
さ
れ
、
廃
止
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
七
(
全
廃
止
数
の
九
%
)
で
あ
っ
た
(
ち
な
み
に
、
九

0
年
代
か
ら
現
実
化
し
た
整
理
統
合
に
よ
っ

一一ご
を
数
え
た
(
職
員
数
の
広
大
は
七
九
甘
で

政党と利疏団体 ・ f:l力 I~Jj体

て
ご

O
O
一
年
に
は
仁
八
法
人
間
四
万
人
と
な
る
)
。
特
殊
法
人
の
設
立
も
通
産
省
や
運
輸
省
な
ど
の
経
済
官
庁
(
原
局
)
に
よ
る
経
済
政

策
へ
の
介
入
の

一
つ
の
表
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
経
済
官
庁
の
行
政
指
導
に
よ
っ
て
、
貿
易
や
資
本
の
自
由
化
に
備
え
、
産

業
基
盤
を
強
化
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
業
界
団
体
の
控
備
と
結
束
強
化
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
厳
密
に
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
産
業
分

類
に
沿
っ
た
形
で
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
一
九
八

0
年
代
に
お
い
て
日
本
の
産
業
に
お
け
る
上
位
入
社
の
平
均
集
中
率
は
五
割
弱
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は

一
O
社
程
度
の
大
企
業
が
結
束
す
れ
ば
当
該
産
業
(
分
類
細
目
規
僕
)
の
意
向
を
左
右
す
る
業
界
団
体
を
結
成
で

き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
業
界
団
体
の
結
成
の
進
展
は
通
産
省
、
運
輸
省
、
建
設
省
な
と
の
認
可
し
た
社
団
法
人
の
数
の
推

移
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

第81'主

一
九
五

二
年
の
経
団
連
の
再
編
以
降
、
中
央
団
体
設
立
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戦
後
の
復
興
期
に
末
端
団
体
の
法
制
が
撃
っ
た
中
小
企
業
の
団
体
で
も
、



の
必
要
が
生
じ
、
中
小
企
業
団
体
中
央
会
(
一
九
五
七
年
)
、
環
境
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
主
七
年
)
、
商
広
街
振
興
組
合
連
合
会

478 

(
六
二
年
)
が
そ
れ
ぞ
れ
特
別
法
に
よ
っ
て
発
足
し
て
い
る
。

し
か
し
、
先
鋭
化
し
た
中
小
企
業
政
治
連
盟
な
ど
の
動
き
は
次
第
に
衰

え
、
中
小
企
業
団
体
の
活
動
は
行
政
と
自
民
党
の
枠
内
の
圧
力
活
動
と
し
て
ル
i

一
ア
ィ
ン
化
す
る
。

こ
う
し
た
大
企
業
か
ら
中
小
企
業
、
業
界
ま
で
の
経
済
団
体
の
着
実
な
整
備
に
対
し
て
、
労
働
組
合
は
疾
風
怒
濡
の
中
、
設
立
さ

れ
た
総
評
が
、
朝
鮮
戦
争
後
の
混
乱
期
に
政
治
力
の
強
い
官
公
労
系
労
組
が
主
導
権
を
握
っ
た
た
め
に
、
民
間
レ
ベ
ル
で
は
必
ず
し

も
充
分
な
対
抗
的
組
織
化
を
完
了
で
き
な
か
っ
た
。
経
済
の
成
長
に
見
合
っ
た
組
織
の
払
大
は
み
ら
れ
た
が
、
組
織
率
は
三

O
%台

で
停
滞
、
人
口
一

O
万
人
当
た
り
団
体
事
業
所
数
(
凶
3
)
も
五
七
年
か
ら
七
五
年
ま
で
二
・

O
前
後
、
人
口
当
た
り
の
従
業
者
数

図

4
)
も
一

O
人
前
後
で
停
滞
し
た
。

こ
の
期
の
後
半
、

一
九
六
六
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
は
、
団
体
全
体
の
増
加
率
は
マ
イ
ナ
ス
を
記
録
し
た
期
間
も
あ
る
な
ど
、

停
滞
す
る
。

し
か
し
事
業
所
を
も
た
な
い
運
動
体
に
つ
い
て
は
や
や
事
情
は
異
な
る
。
ん
ハ

0
年
代
の
後
半
か
ら
若
年
層
を
中
心
と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
学
生
運
動
組
織
や
市
民
団
体
、
消
費
者
団
体
な
ど
専
従
職
員
を
も
た
な
い
団
体
が
噴
出
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

消
費
者
団
体
は
、
六

0
年
代
ま
で
は
毎
年
平
均
六
九
団
体
の
設
立
か
ら
ヒ

0
年
代
に
は
平
均
一
八
四
団
体
の
設
立
と
な
る
。
ピ
ー
ク

は
七
四
年
で
二
四
六
団
体
の
設
立
で
あ
る
。
こ
れ
は
経
済
団
体
、
労
働
組
合
と
い
っ
た
工
業
化
問
体
へ
の
対
抗
的
組
織
化
と
み
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
も
う
一
つ
の
注
目
す
べ
き
動
き
は
、
政
治
団
体
と
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
。
議
員
後
援
会
や
利
益
団
体
の
ダ
ミ
ー

と
し
て
の
政
治
団
体
は
こ
の
時
期
を
通
じ
て
急
拡
大
す
る
。
事
業
所
統
計
で
は
、

五
七
年
に
わ
ず
か
一

O
万
人
あ
た
り

0
・
一
に
過

ぎ
な
か
っ
た
事
業
所
と
し
て
の
政
治
団
体
は
、
六
六
年
に

0
・
三
、
七
五
年
に

0
・
五
ま
で
計
五
倍
に
増
大
す
る
。
こ
れ
ら
は
主
と

し
て
保
J

守
政
党
に
系
列
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
他
の
団
体
は
人
口
一

O
万
人
当
た
り
団
体
数
、
従
業
者
数
で
も
そ
れ
ぞ
れ
五
七
年
の

一
ニ
・
二
団
体
、

一
・
一
一
一
人
か
ら
、

七
五
年
に
は
六
・
六
団
体
、
二
七
・
七
人
と
倍
増
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
も
行
政
関
係
的
な
準
公



的
問
体
の
増
大
か
原
図
で
あ
り
、
行
政
の
外
延
の
拡
大
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

よハ

0
年
代
の
中
葉
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
が
噴
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
利
益
集
団
政
治
は
多
元
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
経
済
団
体
の
動
向
は
完
全
に
国
家
か
ら
自
立
的
な
団
体
形
成
や
活
動
で
は
な
く
、
行
政
と
の
協
調
や
そ
の
権
威
を
利
用
し
つ

つ
、
自
ら
の
部
門
の
弱
さ
を
対
外
的
お
よ
び
対
内
的
に
克
服
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
日
本
株

式
会
社
論
の
棋
拠
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
時
期
は
、
一
方
で
業
界
団
体
や
中
小
企
業
団
体
、
農
業
な
ど
の
部
門
で
、
討

会
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
化
が
近
ん
だ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
基
本
構
造
と
し
て
の
、
工
業
化
を
核
と
す
る
経
済
団
体
・
生
産
者

ま
た
そ
れ
へ
の
油
元
と
し
て
の
団
体
の
多
元
化
、
が
見
出
さ
れ
る
。
他
方
、
労
働
団
体
を
核
と
す
る
対
抗
組
織

ー

;

:

!

j

j
、

ιiょ
i
手
zEu--，M

)

叫

H
し/し

J

、

に
わ
ト

L
Lト
相
k
ι
f
J人
れ

れ

μ
τ
J
I
L

化
は
成
功
せ
ず
、
労
組
も
圧
力
団
体
と
し
て
定
着
す
る
。

政党と利益団体.E[-力団体

ポ
ス
ト
工
業
化
期
(
一
九
七
五
j
九
六
年
頃
)

こ
の
明
ノ
は
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
低
成
長
経
済
と
保
革
伯
仲
下
か
ら
、
八

0
年
代
中
葉
の
バ
ブ
ル
経
済
、

さ
ら
に
連
立
政
権
期
へ
と
政
治
環
境
が
変
容
す
る
な
か
で
、
新
し
い
団
体
政
治
梢
造
の
模
索
が
続
く
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、

七
五
i
八
一
年
の
保
革
伯
仲
と
低
成
長
期
、
八
一
{
)
九
二
年
の
行
政
改
革
と
経
済
回
復
か
ら
バ
ブ
ル
期
、
九
二

1
九
六
年
の
バ
ブ
ル

崩
壊
か
ら
連
立
政
権
、
と
多
様
な
局
面
が
あ
る
。
ポ
ス
ト
工
業
化
で
あ
る
と
命
名
で
き
る
と
し
て
も
、
ソ
フ
ト
化
型
、
国
際
関
係
型
、

民
活
型
、
そ
し
て
市
民
活
動
型
と
、
多
様
な
団
体
の
登
場
と
活
動
ベ
ク
ト
ル
が
交
錯
す
る
時
期
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
中
盤
、
一
九
八

0
年
代
は
自
民
党
を
中
心
と
し
た
利
益
団
体
l
政
党
関
係
が
完
成
期
を
迎
え
る
。
そ
の
様
相
は
、
次

節
以
下
で
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
時
期
の
新
し
い
動
き
に
注
目
す
る
。

先
の
高
度
成
長
期
の
後
半
頃
か
ら
新
し
い
γ

団
体
の
動
き
が
自
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
九
七
一
二
年
末
の
第

479 
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一
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
、

不
況
の
到
来
や
社
会
的
構
造
調
整
の
必
要
な
ど
を
受
け
て
次
第
に
顕
在
化
し
、

八
0
年
代
に
入
っ
て

480 

行
財
政
改
革
が
主
た
る
政
治
的
争
点
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
は
経
済
的
に
は
、

不
況
期
、
低
成
長

期
、
中
成
長
期
が
交
互
に
到
来
す
る
不
安
定
な
時
期
で
あ
る
。
団
体
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
団
体
増
加
率
は
七
%
台
か
ら
二
%
台
へ
と

次
第
に
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、

サ
ー
ビ
ス
業
や
全
産
業
の
事
業
所
も
そ
れ
以
上
に
停
滞
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
事
業
所
に
占
め

る
団
体
の
割
合
は
上
昇
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
着
実
な
比
重
の
増
大
期
で
あ
る
。

そ
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
時
期
は
前
期
と
は
異
な
る
種
類
の
団
体
の
増
加
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
高
度
成
長
の
誘
導
に
使
わ

れ
た
特
殊
法
人
は
、
こ
の
時
期
に
は
三
九
が
廃
止
さ
れ
、
設
立
は
わ
ず
か
一

ニ
で
あ
る
。

で
は
ど
の
よ
う
な
新
し
い
間
体
が
登
場
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
掲
図
3
に
よ
れ
ば
、

七
二
年
か
ら
七
五
年
、
七
八
年
か
ら
八
一
年
に
か
け
て
は
学
術
文
化
団
体
が
、
七

五
年
以
降
は
「
そ
の
他
」
と
分
類
さ
れ
る
非
営
利
団
体
の
増
加
が
自
立
っ
て
い
る
。

ま
た
七
八
年
か
ら
八

年
に
か
け
て
は
政
治
団

体
の
数
の
増
加
も
著
し
い
さ
二
%
増
)
。

し
か
し
最
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
法
的
に
は
各
種
の
財
団
法
人
の
増
加
、
内
容
的
に
は

情
報
担
や
国
際
関
係
型
団
体
の
増
加
で
あ
る
。
事
業
所
統
計
で
の
「
そ
の
他
の
非
営
利
団
体
」
は
七
五
年
の
仁
三

O
O余
り
か
ら
八

六
年
に
は
一
万
四

0
0
0
へ
と
倍
増
し
、
経
済
団
体
を
凌
駕
し
、
分
類
中
第
一
位
に
な
る
と
と
も
に
、
密
度
で
も
団
体
数
で
六
・
六

ら

五
へ
、
従
業
者
数
で
二
七
・
七
か
ら
五

-
五
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
倍
増
し
、
前
の
時
期
に
統
く
噌
大
を
記
録
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
新
し
い
団
体
の
内
容
を
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
こ
の
「
そ
の
他
の
団
体
」
に
含
ま
れ
る
中
央
な
ら
び
に

地
方
で
の
財
団
法
人
、
社
団
法
人
、

そ
し
て
次
の
時
期
に
急
速
に
目
立
っ
て
く
る
N
G
O
、
市
民
活
動
団
体
が
含
ま
れ
る
。
内
容
的

に
は
、
規
制
緩
和
・
自
由
化
の
流
れ
を
受
け
た
行
政
代
行
・
補
完
刑
ー
か
ら
、

ま
っ
た
く
の
自
律
自
立
的
な
も
の
ま
で
多
燥
な
も
の
が

あ
り
、
傾
向
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が

い
ず
れ
に
せ
よ
、

公
私
の
両
方
の
方
向
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
戦
前
期
か
ら
戦
後



を
意
識
し
な
が
ら

ソ
フ
ト
化
討
会
、
情
報
化
札
口
会
、
間
際
化
(
の
ち
に
地
球
化
)
社
会
、
福
祉
討
会
、
女
性
化
社
会
な
ど
と
い
わ

れ
る
新
し
い
社
会
変
容
に
対
応
し
た
団
体
の
噴
出
が
生
じ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
新
し
い
傾
向
は
、
判
に
八

O
年

代
以
降
、
地
方
の
財
団
法
人
、
社
団
法
人
を
生
み
出
し
、
九

0
年
代
に

N
G
O
、

抵
抗
型
で
は
な
い
市
民
主
体
間
体
を
促
進
す
る
働
き
を
果
た
し
た
。

N
P
O
、
市
民
活
動
と
し
て
注
目
さ
れ
る
、
体
制

そ
れ
に
対
し
、
高
度
成
長
期
の
工
業
化
型
団
体
、

そ
し
て
そ
れ
へ
の
対
抗
刑
で
抵
抗
担
団
体
は
厳
し
い
環
境
に
直
一
泊
し
た
。
労
組

の
組
織
率
の
低
下
傾
向
は
七
五
年
(
三
四
%
)
か
ら
始
ま
り
、

八
六
年
に
は
二
八
%
へ
、

二
O
O
O年
に
は
一
一
一
%
ま
で
落
ち
込
ん

だ
。
消
費
者
団
体
も
生
活
協
同
組
合
以
外
は
七

0
年
代
中
葉
か
ら
設
立
数
、
職
員
数
と
も
減
少
傾
向
が
著
し
い
。
七

O
年
前
後
に
叢

生
し
た
各
種
の
市
民
・
住
民
運
動
、

uvIT一
運
動
も
ア
ド
ボ
カ
シ

l
団
体
と
し
て
z

定
着
で
き
な
か
っ
た
。
医
師
会
な
ど
の
専
門
家
団
体

政党と利益間体・t!力関休

や
農
協
な
ど
も
国
際
摩
際
や
行
政
改
革
な
と
に
と
も
な
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
措
置
、
転
換
な
ど
の
対
応
に
苦
慮
し
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊

を
経
て
、
組
織
の
再
編
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
経
済
団
体
は
、
新
団
体
と
深
く
関
わ
り
合
い
適
応
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
本

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
抱
え
、
二
次
産
業
型
か
ら
の
脱
却
に
苦
し
み
、
九

0
年
代
に
は
組
織

体
の
団
体
自
身
は
行
政
改
革
期
以
後
、

の
再
編
へ
向
か
う
。

ま
た
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
財
政
の
窮
迫
が
進
展
し
、
行
政
改
革
と
規
制
緩
和
・
自
由
化
の
潮
流
、
か
実
質
的
に
進
展
す
る
と
、
そ
れ
ま

で
自
民
党
や
行
政
と
緊
密
な
関
係
を
も
っ
た
政
策
受
益
型
の
団
体
、
具
体
的
に
は
行
政
関
連
、
教
育
、
社
会
福
祉
、
専
門
家
の
諸
問

体
も
、
受
益
の
減
退
に
直
一
面
し
、
そ
れ
ま
で
の
政
党
や
行
政
と
の
関
係
の
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
転
換
点
に
、
自
民
党
の
一
党
支
配
が
崩
壊
し
、
九
一
一
一
年
に
連
立
政
権
時
代
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
政
党
制
の

転
換
に
際
し
、
団
体
構
造
の
変
容
が
先
行
し
主
導
し
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

第8耳1
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4 

シ
ス
テ
ム
転
換
期
(
一
九
九
六
年
以
降
)

一
九
九
三
年
の
非
自
民
連
立
政
権
か
ら
自
民

・
社
会
・
さ
き
が
け
連
立
政
権
を
経
て
、
連
立
政
権
が
本
格
化
す
る
。
他
方
、
九
二

482 

年
の
バ
ブ
ル
崩
壊
か
ら
、
次
第
に
経
済
危
機
は
進
展
し
、
九

0
年
代
末
の
金
融
危
機
、
そ
し
て
小
泉
政
権
で
の
構
造
改
革
政
治
へ
と

進
展
す
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
団
体
政
治
の
時
期
区
分
で
も
一
九
九
六
年
以
後
の
時
期
を
シ
ス
テ
ム
転
換
期
と
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
時
期
は
進
行
中
で
あ
り
、
特
徴
づ
け
は
困
難
で
あ
る
が、

ま
ず
、

な
ぜ
団
体
政
治
的
に
も
区
分
さ
れ
る
べ
き
か
、
図
5
で
昨

認
し
て
み
よ
う。

図
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
九
六
年
を
転
換
点
と
し
て
団
体
財
政
の
傾
向
が
急
変
す
る
。
九

0
年
代
初
頭
に
は
、

五

0
年
代
以
降
の

経
済
成
長
が
パ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
っ
て
本
格
的
な
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
れ
が
数
年
連
れ
で
同
体
財
政
の
忠
化
と
な
っ
て
表
れ

た
。
後
述
図

6
、
図
7
の
国
民
政
治
協
会
の
財
政
や
業
磁
別
の
献
金
は
、
企
業
を
単
位
と
す
る
た
め
バ
ブ
ル
崩
壊
後
す
ぐ
、
九
四
年

か
ら
影
響
が
出
は
じ
め
、
や
は
り
九
六
年
に
は
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
図
3
、
凶

4
で
示
し
た
同
体
数
や
従
業
者
数
に
も
九

六
年
以
後
減
退
が
始
ま
っ
て
い
る
。

ト
ド

v~日山
L
l了寸
4

-J
d
-uuur

-
LV
 

一
九
九
五
年
の
阪
神
大
震
災
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
革
命
を
経
て
、

一
九
九
八
年
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
N
P

O
法
)
が
成
立
し
、
一二

世
紀
に
入
っ
て
連
日
、

メ
デ
ィ
ア
は

N
P
O
、

N
G
O
を
報
道
す
る

「
市
民
社
会
の
時
代
」
を
迎
え
て
い

る
と
さ
れ
る
の
に
、
他
方
で
、
な
ぜ
こ
う
し
た
団
体
の
減
退
が
生
じ
て
い
る
の
か
。

化

生
じ

一
つ
は
端
的
に
バ
ブ
ル
崩
壊
の
影
響
が
遅
れ
て
団
体
に
及
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
九
仁
年
を
契
機
に
財
政
状
況
の
倒
的
な
忠

二
O
O
一
年
に

は
八

0
年
代
初
頭
の
水
準
ま
で
財
政
脱
棋
は
縮
小
し
て
い
る
。
九
八
年
に

N
P

O
法
が
、
二

O
O
一
年

に
中
間
法
人
法
が
立
法
化
さ
れ
、
徐
々
に
団
体
税
制
な
ど
の
優
遇
も
検
討
さ
れ
て

い
る
の
は
、
逆
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
財
政
灘
を

考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
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も
う

一
つ
は
、
行
政
と
団
体
関
係
の
変
容
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
高
度
成
長
期
を
経
て
、

日
本
の
行
政
は
、
少
な
い
権
限
と
資
肢
を

484 

有
効
に
活
用
す
る
た
め
、
社
会
集
団
を
一
，
最
大
動
員
」
(
村
松
岐
夫
)
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
補
助
金
、
特
殊
法
人
、
認
可
法
人
、

天
下
り
、
審
議
会
、
私
的
諮
問
機
関
な
ど
の
行
政
手
段
を
有
効
活
用
し
、
団
体
や
企
業
の
リ
ソ
ー
ス
や

情
報
を
活
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
手
段
で
の
数
値
を
八

0
年
代
中
葉
、
九

0
年
代
中
葉
、

二
O
O
一
年
と
比

(5) 

較
す
る
と
、
こ
の
間
、
著
し
い
減
退
が
見
出
さ
れ
る
。
以
下
、
各
時
期
の
数

J

千
を
挙
げ
る
と
、
補
助
金
(
四
兆
七

0
0
0億
円
、
じ
兆

公
益
法
人
(
社
間
・
財
団
)
、

一二
0
0
0億
円
、
六
兆
八

O
O
O低
円
)
、
特
殊
法
人
(
一
一
六
、
八
四
、
ヒ
人
法
人
)
、
認
可
法
人
(
凶
九
、
山

一
、一
一正
法
人
)
、
公
益
法

人
(
社
間
・
財
問
、

」ハ
八
四

て

仁
一二
一-八
、
七

一
山
三
法
人
)
、
私
企
業
天
下
り
(
二
四
八
、

一
一-一六
、
五
五
刊
)
、
審
議
会

ー仁

一
O
凶
)
、
私
的
諸
問
機
関
(
二
ヒ

七

一
七
八
)
と
な
る
。
こ
う
し
た
項
目
の
数
値
は
、
六

0
年
代
か
ら
九

0
年
代

ま
で
ほ
ぼ
拡
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
数
値
は
、

二

O
O
一
年
に
は
低
下
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
審
議
会

の
半
減
、
私
企
業
天
下
り
の
大
幅
な
減
少
が
目
立
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
日
本
の
行
政
と
社
会
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
変
化
が
ん
了

じ
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
政
策
受
採
型
、
行
政
代
行

・
補
完
担
、
行
政
関
連
刷
工
の
団
体
に
も
、
大
き
な
変
容
が
生
じ
た
の

か
も
し
れ
な
レ
。

と
は
い
う
も
の
の
、
九

O
年
前
後
の
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
な
ど
同
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ス
キ
ャ

ン
ダ

ル
の
連
鎖
反
応
か
ら

一
O
年
以

上
を
経
て
、
官
僚
制
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
「
構
造
改
革
」
は
な
お
工
事
中
で
あ
る
。
官
庁
や
自
民
党
に
屈
を
構
え
る
低
抗
勢
力
は
強
く
、

そ
れ
は
日
本
社
会
の
既
成
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
し
っ
か
り
保
を
張
っ
て
い
る
。
官
僚
制
の
政
策
似
体
の
数
は
減
少
し
た
と
は
い
え
、

本
当
に
そ
の
実
質
は
変
化
し
た
の
か
ど
う
か
、
そ
の
変
化
は
ど
の
よ
う
な
怠
味
を
も
っ
て
レ
る
の
か
、
簡
単
に
結
論
は
山
せ
な
い
。

社
会
の
側
の
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
実
質
の
変
化
に
し
て
も
、
生
産
指
川
k

同
体
と
は
見
な
る

N
P
O
や

N
G
O
な
ど
の
市
民
間
体
の



財
政
が
確
立
す
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

N
P
O
な
ど
へ
の
税
制
優
遇
に
な
お
頑
強
に
抵
抗
し
て
い
る
の
が
、
官
庁
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
総
本
山
で
あ
る
財
務
省
で
あ
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
市
民
社
会
で
の
団
体
基
艇
が
脆
弱
な
ま
ま
、
シ

ス
テ
ム
転
換
が
模
索
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(口走

政党と利益団体・圧力目!体

こ
こ
で
の
さ
一
明
ま
で
の
時
則
区
分
各
則
の
記
述
は
辻
中
山
知
一
『
利
益
集
団
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
七
一
i
七
九
頁
。
そ
し
て

四
凶
は
辻
中
山
一
見
「
変
わ
る
コ
ネ
社
会
日
本
|
|
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
政
治
と
利
誌
印
体
」
、
伊
藤
光
利
編
吋
ポ
リ
テ
イ
カ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス

事
始
め
(
新
版
)
』
有
斐
問
、
二

O
O
三
年
ー
に
基
づ
く
。
参
考
し
又
献
な
ど
詳
細
は
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(2)

復
興
則
の
団
体
状
況
に
関
し
て
、
石
旧
峰
『
現
代
政
治
の
組
織
と
象
徴
』
み
す
ず
書
一
民
、
一
九
七
八
年
、
日
本
現
代
史
研
究
会
編
『
戦
後

体
制
の
形
成
』
大
月
古
田
応
、
一
九
八
八
年
を
参
照
。

(3)

図
l
の
も
と
に
な
っ
た

J
I
G
S
調
査
(
東
京
)
で
、
調
査
時
点
ご
九
九
七
年
)
に
お
い
て
、
一
九
二
六
年
か
ら
四
五
年
の
間
に
設
立

さ
れ
た
団
体
は
五
・
九
%
で
あ
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン

D
C
(
八
・
九
%
)
ょ
っ
少
な
い
が
、
ベ
ル
リ
ン
(
二
・
六
%
)
、
ソ
ウ
ル
(
四
・
四
%
)

よ
り
多
か
っ
た
。
た
だ
、
戦
後
産
後
ご
九
四
六
i
五

O
年
)
の
設
立
訓
合
は
、
東
京
(
二
二
・
五
%
)
が
ベ
ル
リ
ン
(
ご
一
・
七
%
)
、
ワ

シ
ン
ト
ン

D
C
(
六
・
一
二
%
)
、
ソ
ウ
ル
(
一
一
了
八
%
)
よ
り
圧
倒
的
に
大
き
く
、
抑
圧
か
ら
の
反
動
、
復
活
の
大
き
さ
を
物
語
る
。
事
業
所

統
計
で
は
、
一
九
五
七
年
と
八
一
年
に
設
立
時
期
を
調
査
公
表
し
て
お
り
、
戦
前
と
戦
後
の
連
続
・
断
絶
関
孫
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
。
氏
間
企

業
で
は
五
七
年
に
三
ニ
・
九
%
、
八
一
年
に
九
・
九
%
が
戦
前
の
設
立
を
示
し
た
が
、
団
体
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
四
・
五
%
、
二
7
0
%
で
あ
り
、

団
体
で
の
断
絶
の
大
き
さ
を
一
市
す
。
前
掲
世
一
日

(
1
)
辻
中
『
利
採
集
団
』
五
八
i
六
七
頁
、
辻
中
山
笠
編
『
現
代
日
本
の
市
民
社
会
・
利
益
団
体
』

木
鐸
社
、
二

O
O
二
年
、
二
六
二

1
二
六
三
頁
。
圧
力
団
体
レ
ベ
ル
を
示
す
一
九
八
0
年
団
体
調
査
で
は
、
戦
前
の
設
立
は
六
・
七
%
で
あ
っ

た
(
村
松
岐
夫
・
伊
藤
光
利
・
辻
中
山
吉
司
戦
後
日
本
の
圧
力
団
体
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
六
年
、
七
四
頁
)
。

五
五
年
体
制
の
成
立
期
か
ら
高
度
成
長
期
初
頭
の
団
体
状
況
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
治
学
会
編
吋
日
本
の
圧
力
団
体
』
岩
披
害
賠
、

485 
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六
O
年
、
升
味
準
之
輔
『
現
代
日
本
の
政
治
体
制
』
岩
波
書
応
、

一
九
六
九
年
を
参
照
。

(5
)

前
掲
書
(1
)辻
中
論
文
、
一

二
六
j

一
二
七
貰
。
い
ず
れ
も
中
央
の
行
政
省
庁
の
合
計
の
数
字
で
あ
る
。
ま
た
、
辻
中
長
「
官
僚
制
ネ
ツ

ト
ワ
ー
ク
の
構
造
と
変
容
」
、
水
口
憲
人
・
北
原
鉄
也
・
真
淵
勝
編
『
変
化
を
ど
う
説
明
す
る
か
l
行
政
篇
』
木
鐸
社
、

二
O
O
O年
、
八
五

j

一
O
一
ニ
頁
も
参
照
。

486 

利
益
団
体
の
現
状
と
経
済
団
体
・
労
働
団
体
の
変
容

利
益
団
体
の
現
状

事
業
所
統
計
に
よ
れ
ば
、
現
在
(
ニ
O
O
一
年
)

で
は
、
有
給
の
職
員
を
も
っ
利
援
団
体
だ
け
で
四
万
近
く
(
経
済
団
体
一
万
五

O

0
0、
労
働
団
体
五

0
0
0、
学
術
文
化
団
体
一

0
0
0、
政
治
団
体
一

0
0
0、
そ
の
他
一

万
七

0
0
0
)
に
達
し
、

二
三
万
人
以
上
の
人

が
そ
こ
で
働
い
て
い

る。

こ
こ
に
農
協
、
中
小
企
業
の
協
同
組
合
(
約
三
万
)
を
入
れ
れ
ば
、
団
体
数
は
六

1
七
万
と
な
る
。
協
同

組
合
の
三
分
の
こ
は
農
協
で
あ
る
。

さ
ら
に
協
同
組
合
に
は
約
四

O
万
人
(
四
分
の
三
が
農
協
)
の
人
が
働
い
て
い
る
。

事
務
所
や
専
任
ス
タ
ッ
フ
は
と
も
か
く
、
専
有
電
話
を
も
つ
も
の
ま
で
団
体
の
範
聞
を
広
げ
れ
ば
、
日
本
に
は
約
二

O
万
の
団
体

(ニ

0
0
0年
、
N
T
T
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
)
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
専
有
電
話
を
も
た
な
い

N
P
O
、
市
民
団
体
な
ど
ま
で
含
め
る
と
、

そ
の
数
は
倍
以
上
に
な
る
。
た
だ
し
、
団
体
の
分
布
と
い
う
点
で
は
、
経
済
、
労
働
、
農
業
を
含
む
生
産
者
団
体
へ

偏
り
が
み
ら
れ
、

と
く
に
農
業
団
体
と
経
済
団
体
の
発
達
は
著
し
く
、
他
の
先
進
国
を
凌
駕
し
て
い
る
。

N
P
O
や

N
G
O
と
よ
ば
れ
る
市
民
団
体
や

ア
ド
ヴ
ォ
カ
シ

i

(
主
義
主
張
)
団
体
、
公
共
的
利
益
団
体
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
発
達
は
、
比
較
政
治
的
に
は
大
き
く
な
い
。
い
ず

ほ
か
の
先
進
産
業
諸
国
と
間
程
度
な
い
し
そ
れ
以
上
の
発
展
を
み
て
い
る

れ
に
せ
よ
、
集
聞
の
多
様
性
、
組
織
的
資
源
の
点
で
は
、



と
評
仰
で
き
る
。

九
五

利
益
団
体
の
も

つ
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

・
政
治
的
意
義
の
変
化
は
、
上
日
記
の
時
期
区
分
ご
と
に
変
化
す
る
。
戦
後
、

年
に
は
保
守
政
党
の
得
百
万
率
と
マ
イ
ナ
ス

の
相
関
関
係
に
あ
っ
た
各
県
別
の
団
体
数
は
、

一
九
六
九
年
に
は
プ

ラ
ス
に
転
じ
、

九
八

十
年
に
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
(
相
関
係
数
0
・2
一
三
)
の
ち
、
漸
減
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
'
初
、

共
同
体
(
ム
ラ
)

に
根
拠
を
お

レ
た
保
守
政
党
に
と
っ
て
は
、
自
由
な
結
社
と
し
て
の
団
体
は
負
の
要
因
で
あ
っ

た
も
の
が
、
一
九

六
0
年
代
に
正
に
転
じ
さ
せ
る
変
化
が
起
こ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
政
治
化
戦
略
H
経
済
主
義
的
政
治
会
袈
加
と
し
て
の
補

助
金
政
治
(
分
配

・
再
配
分
政
治
)
の
展
開
と
と
も
に
、
利
援
団
体
の
側
に
も
重
大
な
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
生
産
者
団
体
の
中
心
を
占
め
る
経
済
、
労
働
セ
ク
タ
ー
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た

の
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

政党と利子主目i体・圧力団体

〈

3
)

経
済
団
体

経
済
団
体
は
、
営
利
企
業
と
い
う
リ
ソ
ー
ス

を
利
用
で
き
る
た
め
、
資
本
主
義
の
も
と
で
は
基
本
的
に
有
利
な
位
震
に
あ
る

え
ら
れ
る
。
占
領
下
で
財
閥
お
よ
び
財
閥
系
大
企
業
が
い
っ
た
ん
解
体
さ
れ
た
た
め
、
戦
前
の
大
企
業
財
閥
型
の
団
体
に
代
わ
っ
て
、

戦
後
す
ぐ
の
経
済
団
体
の
噴
出
の
な
か
か
ら
頭
角
を
現
し
た
の
は
、
非
財
閥
系
の
大
企
業
リ

ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
経
済
同
友
会
(
個

人
加
盟
、
改
革
的
な
政
策
志
向
)
、
日
本
経
営
者
連
盟
(
略
称
・

日
経
述
。
二

O
O
二
年
日
本
経
団
連
に
統
合
時
、

二一
O
余
の
大
企
業
業
種
別
団

体
と
四
七
の
地
方
別
経
営
者
連
認
が
加
担
。
労
働
問
題
専
管
)
が
そ
の
拠
点
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
政
商
と
よ
、
ば
れ
る
黒
幕
的
経
済
人
も

2 
政
治
的
に
活
問
似
し
た
。

第8主主

一
九
五
五
年
ま
で
は
保
守
政
党
が
複
数
存
在
し
た
し
、
保
守
合
間
後
も
派
閥
の
対
立、

離
合
集
散
が
六
0
年
代
中
葉
ま
で
激
し
く
、

他
方
で
社
会
党
、
総
評
系
労
組
の
革
新
的
近
代
化
攻
勢
が
続
く
な
か
で
、
こ
う
し
た
経
済
団
体
の
リ
ー
ダ
ー
は
き
わ
め
て
ス
ト
レ
1

487 



ト
と、，uuv

(
階
級
的
に
)
労
働
組
合
や
野
党
と
対
立
し
、

ま
た
保
守
政
党
の
人
事
や
政
策
に
介
入
し
た
。

そ
の
直
接
性
ゆ
え
に
疑
獄
や
汚

488 

J

ア
ル

職
も
発
生
し
た
が
、
官
僚
制
は
強
い
権
限
に
よ
っ
て
相
対
的
な
自
律
性
を
誇
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
に
は
階
級
闘
争
モ

(4) 

エ
リ
ー
ト
そ
デ
ル
の
説
得
力
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
企
業
関
係
の
多
一
死
性
・
自
由
度
も
高
か
っ
た
。

一
九
六

0
年
代
に
入
る
と
、

し
だ
い
に
旧
財
閥
系
の
大
企
業
が
新
た
に
企
業
集
団
を
再
編
し
、

そ
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
経
済
団
体

連
合
会
(
略
称
・
経
団
連
。

二

O
O
一
年
現
在

一
七
の
業
種
別
団
体
と
一

O
O
三
の
大
企
業
を
傘
下
に
収
め
た
。

二
O
O
三
年
に
日
本
経
団

連
に
改
組
)
を
拠
点
に
影
響
力
を
増
し
て
く
る
。

そ
こ
に
は
、
高
度
成
長
の
開
始
に
よ
る
財
閥
系
大
企
業
の
回
復
、

そ
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
に
よ
る
寡
占
的
業
界
団
体
の
登
場
、
経
団
連
に
よ
る
そ
れ
ら
の
組
織
化
の
強
化
(
中
小
企
業
団
体
の
分
離
、

一
九
五
二
年
)
と

政
治
活
動
の
合
理
化
(
国
民
〈
政
治
〉
協
会
の
設
立

一
j
J
/
一
年
)

と
い
う
組
織
的
背
景
が
あ
る
。
他
方
で
、
経
済
界
の
直
後
的
利

品
ハ
肌
活
動
主
体
は
、

よ
り
細
分
化
さ
れ
た
業
界
レ
ベ
ル
の
団
体
へ
と
下
降
し
、
業
界
団
体
は
族
議
員
、
諜
レ
ベ
ル
の
官
庁
(
さ
ら
に
少

し
遅
れ
て
産
業
別
労
働
団
体
)
と
と
も
に
「
鉄
の
三
角
形

を
構
成
し
、
多
元
的
で
協
調
的
な
相
互
浸
透
に
基
ご
つ
く
産
業
政
策
過
程
を

織
り
な
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

」
う
し
た
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

シ
ス
テ
ム
と
し
て
保
守
政
権
を
支
え
る
と
い
う
基
本
線
は
維
持
さ
れ
、

一
ピ
ー
士

、
J

f

J

，A
ぺ
J
U
u
・

九
八

O
年

代
行
政
改
革
に
お
け
る
、
経
団
連
を
中
心
と
し
た
財
界
の
主
導
的
関
与
と
な
っ
て
表
れ
る
。

し
か
し
、
行
政
改
革
の
「
成
功
」
の
頃

か
ら
、
経
団
連
型
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
か
げ
り
を
み
せ
始
め
る
。

そ
れ
は
、
経
団
連
の
組
織
的
背
景
で
あ
る
重
化
学
工
業
の
相
対
的

地
位
σ〉
低
下

サ
ー
ビ
ス
・
情
報
型
産
業
構
造
の
全
般
化
(
'
従
業
の
一
民
的
変
容
、

ソ
フ
ト
化
)
、
業
界
型
統
合
か
ら
業
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

型
の
柔
軟
な
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
と
関
係
す
る
。
団
体
レ
ベ
ル
で
は
、
財
団
、

セ
ン
タ
ー

シ
ン
ク
タ
ン
ク
型
の
新
経
済
団
体
の
党

場
で
あ
る
。

九
0
年
代
に
は
、

J

グ
ロ
ー
バ
ル
な
自
由
化
・
規
制
緩
和
と
リ
ス
ト
ラ
の
急
進
展
の
な
か
で
、
既
存
の
経
済
総
合
団
体
、

さ
ら
に
業



界
団
体
型
の
経
済
団
体
自
体
が
存
在
意
義
を
疑
わ
れ
る
時
代
に
入
る
。
政
策
受
益
に
よ
る
分
配
を
志
向
す
る
多
く
の
業
界
団
体
は
、

本
格
化
し
た
規
制
緩
和
と
財
政
難
の
な
か
で
目
的
を
失
う
。
総
合
経
済
団
体
で
は
日
経
連
が
迎
合
な
ど
の
労
働
逝
動
が
停
滞
す
る
な

か
で
労
働
問
題
専
管
同
体
と
し
て
の
意
義
を
喪
失
し
、

二
O
O
O年
に
経
団
連
と
日
経
連
は
二

O
O
二
年
の
合
併
を
決
定
す
る
。
経

い
ち
早
く
自
民
党
な
ど
へ
の
政
治
献
金
の
斡
肢
を
公
式
に
は
停
止
す
る
。
他
方
で
、

ブ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
な
ど
へ
の
社
会
貢
献
活
動
を
強
化
し
、
地
球
市
民
社

団
連
は
、
連
立
政
権
時
代
に
入
っ
た
九
一
二
h
q
に、

政
策
ロ
ビ
イ
ン
グ
機
能
と
、

N
G
O
、

N
P
O
、
財
問
、

会
却
一
の
企
業
団
体
と
い
う
新
し
い
方
向
を
検
索
し
た
。

一一

O
O
一
一
年
ー
の
統
合
後
の
日
本
経
団
連
は
、

そ
こ
に
は
業
種
別
全
国
団
体
(
い
わ
ゆ
る
楽
界
問

一
五
八
四
会
員
で
出
発
し
た
、
か
、

政党と利益団体・圧力E11体

一
二
六
、
地
方
別
経
済
団
体
(
都
道
府
尿
)
四
七
、
大
企
業
一
二
六
八
(
外
資
系
企
業
七
九
)
他
を
合
ん
で
い
る
。
政
策
上
の
統

合
型
山
は
、
経
済
問
題
と
労
働
問
題
の
不
可
分
化
、
と
く
に
年
金
、
健
康
保
険
な
と
の
社
会
保
障
制
度
改
革
な
ど
が
行
財
政
改
革
の

中
心
的
な
議
題
と
な
っ
た
こ
し
し
で
あ
る
。
労
働
専
管
間
体
で
あ
る
日
経
連
で
な
く
、
企
業
経
営
と
日
本
経
済
全
体
に
関
心
を
も
っ
経

団
連
が
そ
う
し
た
政
策
ま
で
カ
バ
ー
し
た
全
体
方
針
を
出
す
必
要
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
組
織
統
合
後
、
日
木
経
団
連
は
、

政
党
の
評
価
機
能
や
そ
れ
に
応
じ
た
政
治
献
金
な
ど
政
党
と
の
関
係
の
変
化
を
打
ち
出
し
た
。
将
来
的
に
は
自
民
党

体

党
に
限
ら
な

い
政
策
実
現
と
政
党
と
の
関
係
を
提
起
し
は
じ
め
た
。

3 

労
働
団
体

労
働
団
体
の
動
向
は
、
驚
く
ほ
ど
経
済
団
体
の
動
向
と
伴
行
し
て
い
る
。
そ
れ
は
経
済
団
体
と
労
働
団
体
の
不
可
分
な
相
瓦
性
を

示
し
て
い
る
。
復
興
期
に
は
、
産
別
会
議
(
産
別
、
一
九
四
六
i
五
八
年
)
、
続
い
て
総
評
(
一
九
五

0
1
八
九
年
。
高
野
突
指
導
一
九
五
一

1
五
五
年
、
太
印
議
…
・
山
石
井
草
ラ
イ
ン
一
九
五
五
1
4
ハ
六
年
)
が
労
働
運
動
を
指
導
し
た
。
共
産
党
に
よ
る
階
級
闘
争
的
指
導
(
産
別
)
、

立l

n凡
U5
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地
域
人
民
政
治
闘
争
(
高
野
)
、

日
本
的
労
働
組
合
主
義
(
太
田

・
岩
井
)
と
少
し
ず
つ
薄
め
ら
れ
て
い
く
と
は
い
え
、
基
本
的
に
階

級
闘
争
的
「
政
治
主
義
」
が
そ
の
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
た
。
労
働
団
体
が
直
面
し
た
政
治
争
点
自
体
が
、
占
領
、
朝
鮮
戦
争
、

日
米
安
全
保
障
条
約
、
逆
コ
ー
ス
、
憲
法
改
正
と
、
国
家
的
な
政
治
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

490 

レ
ッ
ド
パ

i
ジ
、
講
和
、

さ
ら
に
、
以
上
の
連
合
体
の
中
心
的
組
織
で
あ
る
官
公
労
の
労
働
組
合
が
も
っ
組
織
特
性
が
あ
っ
た
。
労
働
者
・
臓
員
一
体
型
の

企
業
別
組
合
の
組
織
形
態
、
が
、
当
初
、
公
務
員
・
公
共
企
業
体
・
公
益
事
業
の
「
大
企
業
体
」
に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
り
、
産
別
・

総
評
は
主
に
そ
れ
ら
に
組
織
の
基
礎
を
お
い
た
。
そ
う
し
た
企
業
体
の
賃
金
な
ど
労
働
条
件
、
が
、
そ
こ
で
の
労
組
が
ス
ト
権
を
奪
わ

そ
の
経
済
条
件
は
政
治
状
況
に
左
右
さ
れ
、

れ
、
も
し
く
は
規
制
さ
れ
た
た
め
(
一
九
四
八
年
、
五
二
年
)
、

」
れ
を
克
服
す
る
た
め

に
も
政
治
主
義
に
傾
く
傾
向
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

他
方

日
本
経
済
の
回
復
に
つ
れ
て
、

民
間
労
働
組
合
の
賃
上
げ
要
求
と
官
公
労
の
政
治
主
義
を
う
ま
く
統
合
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
必
要
と
さ
れ
た
。
太
田

・
岩
井
の
総
評
指
導
部
は
、
同

一
時
期
に
行
う
波
状
的
賃
金
闘
争
・
交
渉
シ
ス
テ
ム
と
し
て
「
春
闘
」
方

式

(
一
九
五
五
年
1
)

を
生
み
出
し
、

や
が
て
そ
れ
は
保
守
政
権
の
容
認
(
一
九
六
四
年
、
地
出
男
人
・
太
田
葉
会
談
)
と
な
る
。
同
じ

d
l
d
l
v
γ

、

勺

3
寸

3
，h'L1

日
本
生
産
性
本
部
が
ア
メ
リ
カ
政
府
の
支
持
と
日
本
政
府

・
経
営
団
体
の
後
援
で
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
指
導
の
も
と
で
、

高
度
成
長
経
済
の
も
と
で
の
生
産
の
合
理
化
・
生
産
性
の
向
上
、
賃
金
の
上
昇
が
民
間
企
業
労
使
の
中
心
的
テ
!
マ
と
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

そ
の
後
、

日
本
経
済
の
中
核
を
形
成
す
る
金
属
・
機
械
・
電
機
の
産
業
別
労
組
連
合
体
は
金
属
労
協

(
I
M
F
-
J
C
)
を
結
成

っ
て
い
く
。

の
ち
に
鉄
鋼
労
連
も
加
出
し
て
、
こ
の
組
織
は
労
働
市
場
で
の
規
定
力
を
背
景
に
、
春
闘
の
指
導
権
を
し
、
た
い
に
総
評
か
ら
奪

か
く
て
、
圧
力
団
体
と
し
て
労
組
が
本
格
的
に
定
着
す
る
。
高
度
成
長
期
は
、
こ
の
民
間
大
企
業
労
組

J

グ
ル
ー
プ
が
企

し業
経
営
層
と
協
調
し
、

つ
い
で
労
使
の
産
業
別
団
体
問
土
が
協
調
し
、
さ
ら
に
は
政
府
と
も
協
調
し
な
が
ら
、
労
働
界
の
主
導
権
を



政党と手W?，~間体・ f[力目1体

一
九
六
七

1
七
三
年
の

J

C
・
問
問
主
導
の
労
働
界
再
編
は
、
総
評
の
政
治
主
義
に
経
済

(
労
組
)
主
義
を
対
置
し
た
だ
け
に
終
わ
り
、
政
策
結
集
制
の
不
在
と
大
衆
の
一
フ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
、
社
会
党

・
総
評

d

ブ
ロ
ッ
ク
の
低

抗
の
た
め
に
失
敗
す
る
。
し
か
し
、

一
九
七
一一一

i
七
五
年
の
石
油
ゾ
ョ
ッ
ク
後
の
混
乱
の
な
か
で
、
労
働
界
再
編
グ
ル

ー
プ
は
政
府

と
の
直
接
交
渉

・
取
引
ゾ
ス
テ
ム
、
「
政
策
制
度
要
求
」
路
線
を
定
式
化
し
、

J
C
・
同
開

・
総
評
を
跨
ぐ
政
策
推
進
労
組
会
議
を

結
成
す
る
(
一
九
仁
六
年
)
。

こ
の
間
、

総
評
の
官
公
労
を
中
心
と
す
る
政
治
主
義
的
運
動
は
、

ス
ト
依
ス
ト

(
一
九
ヒ
五
年
l
)

の
失
敗

を
契
機
に
、

民
間
労
組
な
ど
の
労
働
逝
動
や

「
位
論
」
か
ら
孤
立
し
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
、
一
九
七
九
年
に
は
統

一
批
進
会
を
形
成
し
た
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
政
府
の
行
政
改
ヰ
に
積
極
的
に
協
力
し
、
総
評
系
労

組
の
中
収
部
の
解
体
・
弱
体
化
(
国
労
ほ
か
)
、
民
営
化
(
全
定
通
)
に
成
功
す
る
。

一
九
八

二
年
全
民
労
協
、

一
九
八
ヒ
年
迎
合

(
氏
間
労
組
)
、
そ
し
て

一
九
八
九
年
新
連
合
(
総
討
の
合
体
)
の
結
成
を
経
て
、
労
働
界
の
統

一
向
編
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

一
九
八

0
年
代
中
葉
以
降
、
労
働
界
も
ま
た
転
機
を
迎
え
転
換
期
に
入
っ
た
。
「
連
合
」
型
の
労
組
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
、

大
企
業
、
産
業
経
済
団
体
、
経
済
総
合
団
体
、
政
府
の
各
省
(
労
働
省
〈
現
在
の
厚
生
労
働
省
〉
の
み
な
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
省
庁
て
さ

ら
に
自
民
党
へ
も

ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
連
合
な
ど
労
働
組
合
は
、
保
守
政
権
の
内
閣
や
讐
察
が

密
政
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
運
動
で
は
な
く
、
れ
っ
き
と
し
た
政
策
過
程
の
パ
ー
ト
ナ
ー

総
評
か
ら
奪
っ
て
い
く
過
程
で
あ
る
。

(
協
調
的
な
圧
力
間
体

に
な
り
つ
つ

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
労
働
組
合
の
そ
の
後
の
苦
難
は
、
政
策
過
程
の
パ
J

卜
ナ

l
へ
と
い
う
労
組
の
変
容
が

一
二

世
紀
ま
で
完
全
に
は
実
現

し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
連
合
は
、
八
九
年
に
先
進
国
で
は
ま
れ
な
官
民
労
働
組
合
の
統
合
に
成
功
し
、
そ
し
て
九
三
年

の
非
自
民
連
立
政
権
の
設
立

に
よ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
の
保
守
政
権
を
相
手

に
し
た
、
「
ね
じ
れ
た
」
形
で
の
ネ
オ
・
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
型
政
策
参
加
か
ら
、
よ
り
西
欧
型
の
親
労
働
与
党
を
通
じ
た
政
策
参
加
を
現
実
化
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し、

連
合
内
に
は
、

第8草
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そ
れ
ま
で
の
政
党
・
選
挙
を
通
じ
た
組
織
の
統
合
へ
の
力
学
(
選
挙
志
向
の
指
導
)
が
統
い
て
い
た
し
、

ま
た
労
働
セ
ク
タ
ー
内
の
ラ

492 

イ
パ
ル
が
縮
小
し
た
た
め
に
、
保
守
の
側
に
も
、
連
合
指
導
部
の
よ
う
な
、
穏
健
労
働
指
導
層
に
有
利
な
政
策
を
提
供
す
る
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
プ
が
薄
れ
た
。
九
四
年
の
左
派
主
導
の
社
会
党
と
自
民
党
に
よ
る
自
社
さ
政
権
の
誕
生
と
そ
の
橋
本
政
権
へ
の
継
続
に
よ
っ

て
、
連
合
の
求
め
た
「
ね
じ
れ
」

の
な
い
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
の
道
は
決
定
的
に
困
難
な
様
相
と
な
っ
た
。

、
つ
ま
、
主
主
こ
一
司
リ
工
主

」
4
2
V

、λ
/
l
b
v
J
A
L
牛
今
、

7
1

治
的
機
会
構
造
は
、
連
合
が
成
功
し
(
統
合
)
、

ま
た
失
敗
す
る
(
肩
入
れ
し
た
政
権
の
崩
壊
)
こ
と
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。

連
合
は

一
世
紀
を
迎
え
て
、

一
九
五

0
年
代
と
は
異
な
る
意
味
で
は
あ
る
が
、
(
市
民
)
社
会
的
な
総
合
的
な
労
働
運
動
を

目
指
し
て
い
る
(
鷲
尾
悦
也
、

二
O
O
一
年
)
。

そ
れ
は
労
働
を
支
え
た
産
業
社
会
の
論
理
が
、
急
速
に
変
貌
し
て
い
っ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
経
団
連
の
市
民
社
会
的
な
変
容
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
賃
上
げ
型
春
闘
の
崩

壊
、
失
業
率
の
増
大
な
ど
、
本
来
の
労
組
と
し
て
の
基
本
機
能
が
十
分
果
た
せ
な
い
事
態
が
続
い
て
お
り
、
労
組
の
存
在
意
義
を
か

け
た
根
本
的
な
変
革
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

注2 

本
項
の
記
述
は
、
村
松
岐
夫
・
伊
藤
光
利
・
辻
中
豊
司
日
本
の
政
治
第
2
版
』
有
斐
閣
、
三

O
O
二
年
、
二
三
九
1

辻
中
山
荒
編
『
現
代
日
本
の
市
民
社
会
・
利
益
団
体
』
本
鍔
社
、
二

O
O
一
一
年
、
第
二
章
。

経
済
団
体
の
政
治
に
関
し
て
、
古
賀
純
一
郎
『
経
団
連
i
i
日
本
を
動
か
す
財
界
シ
ン
ク
タ
ン
ク
』
新
潮
社
、
二

0
0
0年
、
経
済
団
体

連
合
会
『
経
済
団
体
連
合
会
五

O
年
史
』
日
本
経
団
連
、
さ

5
1
5
5
0

エ
リ
ー
ト
モ
デ
ル
、
階
級
闘
争
そ
デ
ル
、
多
一
死
主
義
モ
デ
ル
、

一
四
六
民
に
法
づ
く
。

3 
合
運
動
史
論
』
日
本
一
評
論
社
、

一
九
八
二
年
。
篠
田
徹
『
世
紀
末
の
労
働
運
動
』
岩
波
書
応
、

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
モ
デ
ル
な
ど
に
つ
い
て
は
前
掲
書
(
]
)
問
山
一
平
参
照
。

一
九
八
一
年
。
清
水
慎
一
二
編
「
戦
後
日
本
労
働
組

一
九
八
九
年
。
久
米
郁
男
『
日
本
型
労
使
関
係

4 5 

労
働
団
体
の
政
治
に
関
し
て
、
原
本
守
明
社
会
党
・
総
評
必
フ
ロ
ッ
ク
』
日
本
評
論
社
、



一
九
九
八
年
。
辻
中
盟
「
労
働
界
の
再
編
と
八
六
年
体
制
の
意
味
」
『
レ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
一
号
、

悦
血
『
労
働
を
中
心
と
す
る
い
郎
社
型
社
会
を
め
ざ
し
て

i
i連
合
の
運
動
戦
略
』
教
育
文
化
協
会
、
二

O
O
工午。

の
成
功
』
有
安
問
、

一
九
八
七
年
。
鷲
尾

四

政
党
と
利
益
団
体
・
圧
力
団
体
の
交
換
関
係
1

1

一
九
八

0
年
代
の
政
治
団
体
、
政
治
献
金
、
利
益
代
表
議
員

一
九
七

0
年
代
の
採
草
伯
仲
矧
の
政
治
危
機
を
乗
り
切
っ
た
自
民
党
は
一
九
八

0
年
代
に
は
復
調
す
る
。

一
九
七
七
年
頃
か
ら
白

民
党
は
「
第
二
期
自
民
党
」
を
際
鰐
し
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
団
体
や
農
業
団
体
に
限
ら
ず
、
都
市
住
民
を
含
め
た
新
し
い
支
持
基
盤

(
1
)
 

一
九
八

0
年
代
中
葉
は
、
そ
う
し
た
利
益
団
体
基
盤
拡
大
路
線
が
最
も
充
実
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

(2) 

八

0
年
代
の
政
党
と
利
益
団
体
の
関
係
を
分
析
す
る
。

を
開
拓
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

こ
こ
で
は
五
五
年
体
制
末
期
、

利
益
団
体
は
人
と
の
つ
な
が
り
で
政
党
に
ア
ク
セ
ス
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
両
者
の
交
換
過
程
が
重
要
で
あ
る
。

な
か
で
も
、
金

政党と利疏団体・圧力団体

銭
を
媒
介
と
す
る
関
係
は
そ
の
核
心
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
政
治
団
体
、
政
治
資
金
団
体
、
政
治
献
金
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
企
業

や
団
体
が
政
党
や
議
員
に
直
接
献
金
す
る
こ
と
は
最
終
的
に
一
九
七

O
年
に
合
意
と
さ
れ
た
(
最
高
裁
・
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
)
。

政
治
献
金
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政
治
資
金
規
正
法
が
一
九
四
八
年
に
制
定
さ
れ
た
が
ほ
と
ん
ど
規
制
の
効
力
を
も
た
な
か
っ
た
。

そ

の
後
一
九
七

に
改
正
さ
れ
た
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
っ
て
、
直
接
行
う
場
合
は
同
一
の
対
象
に
対
し
て
年
間
一
五

O
万
円
と
い

う
上
限
が
設
け
ら
れ

一
O
O
万
円
以
上
の
寄
付
の
場
合
は
届
出
義
務
が
生
じ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
政
治
団
体
の
場
合
、
寄
付
に
上

良
ま
よ
、
o

h
ト、，
h
y
J
/
1
l
v

そ
の
た
め
本
来
の
政
治
団
体
以
外
に
利
益
団
体
の
ダ
ミ

l
組
織
と
し
て
、
政
治
資
金
を
収
集
し
寄
付
す
る
た
め
の
団
体

第 8I事:

と
し
て
の
政
治
団
体
が
生
ま
れ
た
。

そ
の
後
、

一
九
九
四
年

ア
メ
リ
カ
の

P
A
C
(政
治
活
動
委
員
会
)
と
よ
く
似
た
事
例
で
あ
る
。

の
政
治
資
金
規
正
法
の
再
改
正
、
政
党
助
成
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
政
党
の
財
政
構
造
は
大
き
く
変
化
し
、

ま
た
透
明
性
も
増
し
た
。
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ま
た
企
業
・
団
体
献
金
自
体
は
一
部
を
除
い
て
禁
止
さ
れ
た
が
、
個
人
献
金
や
パ
ー
テ
ィ
寄
付
と
い
う
形
で
潜
在
化
し
た
。
な
お
、

494 

基
本
的
な
構
図
は
残
存
し
て
い
る
。

政
治
団
体
i
i
l
ダ
ミ
i

一
九
八
六
年
三
月
末
(
自
治
省
調
べ
)

で
中
央
レ
ベ
ル
(
一
一
県
以
上
で
活
動
)

の
政
治
団
体
は
四
六

O
一、

そ
の
う
ち
五

は
冒

会
議
員
の
指
定
す
る
団
体
で
あ
る
。
利
益
団
体
の
ダ
ミ
!
と
し
て
の
政
治
団
体
は
お
よ
そ
二
一

O
O
で
あ
る
。
地
方
レ
ベ
ル
ま
で
あ
わ

せ
た
政
治
団
体
の
数
は
五
万
六

O
六
一
、

そ
の
う
ち
四
万
二
五
七
九
が
地
方
議
員
系
列
の
団
体
で
あ
る
。
地
方
レ
ベ
ル
で
も
残
り
の

一
九
八
六
年
の
政
治
団
体
の
う
ち

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
政
治
団
体
で
あ
る
。
約
三

O
O
ほ
ど
の
ダ
ミ
ー
と
し
て
の
政
治
団
体
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

四
が
利
共
m
団
体
と
関
係
の
深
い
も
の
と
し
て
抜
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
中
小
企
業
を
中

大
部
分
は
思
想
的
、

心
と
す
る
業
界
が
九
四
、
環
境
衛
生
関
係
の
業
界
が
一
四
、
労
働
組
合
関
連
が
七
五
、
専
門
家
団
体
が
二
四
、
農
業
関
係
が
二
一
、

医
療
関
係
が
一
六
、
福
祉
・
保
険
関
係
が
一
五
、
同
和
関
連
が
三
七
、
教
育
関
係
が
問
、

そ
の
他
一
四
と
な
っ
て
い
る
。
八
二
年
と

四
七
が
消
滅
し
て
い
る
。
正
味
三
入
団
体
増
で
あ
る
。
増
加
し
た
の
は
同
和
団
体
の
一
ニ

O
、
中

比
較
す
れ
ば
八
五
も
増
え
て
お
り
、

小
企
業
関
連
の
一
九
、
医
療
関
連
の
六
な
ど
、
減
心
/
し
た
の
は
労
組
関
連
の
一
七
減
、
福
祉
関
連
の
悶
減
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
数
は
団
体
の
抽
出
過
程
に
お
い
て
判
断
が
入
る
た
め
に
確
実
な
も
の
で
は
な
い
が
、
傾
向
は
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

の
特
徴
は
経
済
関
連
の
団
体
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
中
小
企
業
や
環
境
衛
生
関
係
の
一
零
細
仕
企
業
の
団
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
専
門
、

底
療
、
福
祉
、
保
険
な
ど
専
門
職
能
的
な
間
体
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
、
労
組
関
連
で
は
間
労
関
係
の
団
体
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の

数
年
で
相
当
の
減
少
を
み
た
こ
と
、

同
和
関
連
の
団
体
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
「
圧
力
団

体
」
と
論
じ
ら
れ
る
も
の
の
多
く
は
こ
こ
に
顔
を
山
山
し
て
い
る
。
行
財
政
改
革
の
影
響
を
受
け
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
予
算
と
関
連
す
る



小
さ
な
業
界
や
職
能
団
体
が
熱
心
に
政
治
団
体
を
組
織
し
、

団
体
を
中
心
と
し
て
議
員
、
官
僚
を
巻
き
込
ん
だ
ミ
二
三
角
形
の

「
比
一
石
」
、
つ
く
り
に
い
そ
し
ん
で
い
た
こ
と
、

つ
ま
り
一
層
の
集
団
政
治
の
多
元
化
と
、
他
方
で
労
働
や
福
祉
と
い
う
広
く
薄
い
利
益

を
代
表
す
る
組
織
が
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
こ
と
が
こ
こ
に
も
反
映
し
て
い
る
。

回
収
後
に
、
一
九
九
四
年
改
正
以
後
の
状
況
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
政
治
団
体
の
総
数
は
、
そ
の
後
も
や
や
増
大
し
た
後
、

一
九
九

0
年
代
後
半
以
降
、
中
央
で
五

0
0
0台
、
都
道
府
県
で
七
万
台
で
停
滞
し
て
い
る
。
利
益
団
体
の
ダ
ミ
!
と
し
て
政
治
団

体
自
体
も
八

0
年
代
よ
り
増
大
し
た
後
、
横
ば
い
に
転
じ
て
い
る
。
そ
の
思
由
は
、
九
四
年
改
正
に
よ
っ
て
政
治
家
が
も
つ
こ
と
が

で
き
る
政
治
団
体
(
指
定
政
治
管
車
問
体
)
が
一
つ
に
制
限
さ
れ
、

企
莱
・
労
組
等
の
団
体
も
政
治
団
体
(
政
党
、
政
治
資
金
団
体
、
資

金
管
理
問
休
を
除
く
)

へ
の
寄
付
を
禁
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
で
は
個
人
献
金
の
形
式
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

政党と利益間体・圧力団体

政
治
献
金

l
l政
治
化
の
広
が
り
と
退
潮

こ
の
よ
う
な
政
治
団
体
の
増
加
は
、
政
治
資
金
や
政
治
献
金
の
問
題
と
も
密
接
に
関
連
し
た
。

2 一
九
八
六
年
の
政
治
資
金
の
総
額
は
一
ニ

O
九
七
億
円
で
あ
り
、
う
ち
中
央
分
は
二
ハ
七
六
億
円
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
治
資
金
規
正

法
が
改
正
さ
れ
た
痘
後
の
七
六
年
の
総
額
一

O
九
七
億
、
中
央
分
六
九
三
億
の
お
よ
そ
三
倍
に
近
い
。
こ
の
間
、
物
価
上
昇
が
き
わ

め
て
低
い
レ
ベ
ル
に
納
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
一

O
年
の
著
し
い
政
治
化
の
進
展
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
後
、

0
年
間
引
を
ピ
ー
ク
に
横
ば
い
に
転
じ
、
政
治
団
体
の
収
入
総
額
も
ほ
ぼ
三

0
0
0億
円
か
ら
三
五

O
O億
円
を
上
下
し
て
い
る
。

九

ま
ず
、
政
治
献
金
を
通
じ
て
の
団
体
と
政
党
の
関
係
の
深
ま
り
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
、

八

0
年
代
中
葉
の
自
民
党
と
団
体
と
の
関

第 8茸1・

係
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

つ
い
で
、
九

0
年
代
ま
で
視
野
を
拡
大
し
、

そ
の
後
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

(3) 

図
6
は
自
民
党
の
収
入
と
自
民
党
の
政
治
資
金
団
体
で
あ
る
国
民
政
治
協
会
の
収
支
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
九
四
年
の
政
党
助

495 



図
6

国
民

政
治

協
会

と
自

民
党

収
入

の
推

移
にC叩L

ココ

400 
60 

墜
盤

鶴
自
民
党
の
収
入

1G
'
7
Z71

国
民
政
治
協
会
(
国
民
協
会
)
の
収
入

350
ト

ー
盤

盤
趨

国
民

政
治

協
会

(
国

民
協

会
)

の
支

出
/
一
一
院
、

45 

-
-
-
.
.
.
ー
業
況
(
製
造
業
)

300 
一

判
ー

業
況

(
非

製
造

業
)

30 

250 
15 

位lji 
200 

業
、三昼も

。
j兄

O
 150仁1

jU
二

曲
師
出
品
醐
醐
回
目

15

100 
開

園
-30 

。
幽
三
瀦

e隣
踊

1閥
1困
層
悶
U圃

，1!l1'調
。
閥
明

4隊
繍

s闘
輔
A
盆
品
~

..Jíl盗品JlI!_，_盤重量A
長

..JiíL1
L
鳳

盈_，_mc札
盤
滋
泌
総
緩
.
.
J
:
!
L
f
L

JÆL鼠
_，_m，温
品
並
盤
l
~
謹
必
劃
一

6
0

1
9
7
0
7
1
 
n
 73 

74 
75 

76 
77 

78 
79 

80 
81 

82 
83 

84
，

 
85 

86 
87 

88 
89 

90 
91 

92 
93 

94 
95 

96 
97 

(
出
典
)
総
務
省
、
自
治
省
資
料
。
佐

j捺
稔
作
成
。

P「υ
4A 



成
法
制
定
以
後
は
、
自
民
党
の
収
入
に
間
距
か
ら
の
助
成
が
含
ま
れ
、
同
協
会
は
急
速
に
シ
ェ
ア
を
低
下
さ
せ
た
。

ζ
η
し

j
人
工
川
工
、

y
少
4
1
土
F

L

Y

は
ほ
一

O
O
%近
く
か
ら
半
分
ほ
ど
を
国
民
政
治
協
会
か
ら
の
献
金
が
占
め
て
い
た
が
、

ゾ
ェ
ア
の
低
下
自
体
は
八

0
年
代
に
始
ま

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
財
界
(
経
団
連
)
が
窓
口
に
な
っ
た
国
民
政
治
協
会
の
献
金
の
比
重
は
低
下
傾

向
に
あ
る
。
景
気
変
動
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
業
況
(
日
本
銀
行
)
の
変
化
で
示
し
た
。
七
三
年
(
す
ぐ
撤
回
)
お
よ
び
九
三

年
に
経
団
連
は
政
治
献
金
の
斡
旋
を
中
止
す
る
旨
発
表
す
る
が
、
国
民
政
治
協
会
に
そ
れ
は
大
き
な
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。

も
う
↑
つ
の
凶

7
は
、
国
民
政
治
協
会
に
占
め
る
業
経
別
の
献
金
割
合
で
あ
る
。
七
六
年
の
政
治
資
金
規
正
法
後
の
業
界
献
金
の

割
合
が
安
定
的
に
舵
移
し
て
お
り
、
銀
行
、
鉄
鋼
、
建
設
・
不
動
産
、
電
機
・
通
信
、
自
動
車
、
商
社
、
証
券
な
と
主
要
な
大
企
業

(
4
}
 

そ
の
シ
ス
テ
ム
も
九
六
年
以
後
、
崩
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

部
門
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
、

し
泊、

し

さ
て
、

八

O
寺
代
中
葉
の
自
民
党
政
権
の
安
定
期
に
在
日
し
て
み
よ
う
。

一
九
八
六
年
の
自
民
党
の
政
治
資
金
の
額
は
二

O
五
億

五

0
0
0
万
円
、

政党と利益団体・圧力団体

う
ち
寄
付
は
国
民
政
治
協
会
を
通
じ
て
の
一

よ
び
業
界
か
ら
七
八
億
六

0
0
0万
円
、
政
治
団
体
か
ら
三
二
億
八

0
0
0万
円
集
め
て
い
る
。
こ
の
七
対
一
二
と
い
う
比
が
大
企
業

一
億
四

0
0
0
万
円
で
あ
る
。
由
民
政
治
協
会
は
そ
れ
を
企
業
お

か
ら
の
圧
力
と
そ
の
他
(
中
小
企
業
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
団
体
)
か
ら
の
圧
力
比
に
近
似
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
七
六
年
は
、
企

業
・
団
体
か
ら
は
六
四
億
九

0
0
0
万
円
、
政
治
団
体
か
ら
は
八
一
一
一

O
O万
円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
一

0
年
間
で
政

治
団
体
を
通
じ
て
の
寄
付
の
量
は
四

O
倍
近
く
に
膨
れ
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
自
民
党
に
献
金
し
た
政
治
団
体
は
自
由
国
民
会
議
の

二
ハ
憶
円
を
除
け
ば
日
本
歯
科
医
師
政
治
連
盟
な
ど
の
専
門
職
能
組
織
、
全
国
小
売
酒
販
政
治
連
盟
な
ど
の
中
小
零
細
企
業
の
業
界

の
政
治
連
盟
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
低
成
長
下
の
団
体
の
政
治
化
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

次
に
、
国
民
政
治
協
会
を
通
じ
て
自
民
党
に
献
金
す
る
企
業
・
業
界
の
政
治
献
金
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

一
O
万
円
以
上
の
献

第 8事

金
を
行
っ
た
企
業
・
団
体
は
約
二
三

O
O存
在
す
る
。
石
油
連
盟
の
九
一

O
O万
円
、
鋼
材
倶
楽
部
の
九

0
0
0
万
円
が
ト
ッ
プ
で
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だ
し
、

2
0
0
0万

円
以
上
の
大
口
献
金
の
み
を
集
針
。
怯
藤
稔
:
作
成
。

85 
84 

8
3
 

82 
81 

8
0
 

7
9
 

78 
77 
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一0
0
0
万
円
以
上
を
献
金
し
た
団
体
は
一
企
業
は
凶
一
存
在
す
る
。
五

0
0万
円
以
上
献
金
し
た
企
業
'
団
体
問
。

一
一
一
の
献
金
額
を
業
界
別
に
検
討
す
れ
ば
、
銀
行
二
二
%
、
建
設
一
三
%
、
保
険
八
%
、
鉄
鱗
・
金
属
七
%
、
震
い
機
六
%
、
自
動
車
六

%
、
商
社
五
%
、
運
輸
四
%
、
薬
品
四
%
、
証
券
三
%
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
八

0
年
代
の
経
済
の
ソ
フ
ト
化
の
あ
お
り
を
受
け
て

銀
行
や
保
険
、
商
社
な
ど
が
著
し
く
献
金
額
を
増
す
と
と
も
に
、
鉄
鍛
、
金
属
、
造
船
、
運
輸
、
石
油
な
ど
の
業
界
の
献
金
額
は
減

あ
る
。

政党と利益団体・圧力団体

少
し
て
い
る
。

次
に
社
会
党
に
対
す
る
団
体
か
ら
の
献
金
を
み
て
み
よ
う
。
八
六
年
に
社
会
党
が
受
け
た
献
金
は
団
体
か
ら
は
一
億
二
ニ

O
O
万

円
、
政
治
団
体
か
ら
は
二
七

O
O
万
円
で
、
自
民
党
の
八

O
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
団
体
か
ら
の
献
金
の
ふ
人
A

部
分
は
総
一
評
か
ら
の
献

金
一
館
内
(
上
限
)
で
い
し
い
め
ら
れ
て
お
り
、
一

O
O万
円
以
上
の
献
金
を
行
っ
た
の
は
、
税
理
士
、
石
油
、
歯
科
、
新
産
別
、
ガ
ス
、

全
電
通
、
全
石
油
な
ど
の
業
界
お
よ
び
労
組
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
社
会
党
に
は
総
評
か
ら
の
借
金
け
か
五
億
円
も
存
在
し
て
い

る
。
自
民
党
の
国
民
政
治
協
会
に
当
た
る
も
の
が
社
会
党
で
は
総
評
や
労
組
と
そ
の
政
治
団
体
に
な
る
わ
け
、
た
が
、
単
に
献
金
の
総

量
か
ら
み
て
も
ま
た
そ
の
広
が
り
か
ら
み
て
も
、
き
わ
め
て
薄
弱
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
ぷ
ノ
。

つ
い
で
民
社
党
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
民
社
党
は
政
和
協
会
を
通
じ
て
企
業
献
金
を
一
七
億
五

0
0
0万
円
、
団
体
か
ら
の
献

金
を
二
億
六

0
0
0万
円
集
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
大
手
は
、
同
盟
か
ら
の
一
億
円
(
上
限
)
、
交
通
総
連
か
ら
の
二
八

O
O万
円
、

全
郵
政
か
ら
の
一
五

O
O万
円
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
五

O
O万
円
以
上
の
献
金
を
行
っ
た
の
は
一
三
団
体
、

一
三
民
間
労
組
で
あ

る
社
会
、
民
社
両
党
に
関
し
て
は
、
選
挙
時
に
は
労
組
が
入
手
・
資
金
・
組
織
を
動
員
し
て
運
動
を
行
う
の
で
、
献
金
だ
け
で
は
計

れ
な
い
政
党
と
の
交
換
過
程
が
あ
り
(
同
様
の
こ
と
は
企
業
と
自
民
・
民
社
関
で
も
み
ら
れ
る
)
、
そ
の
実
態
の
分
析
が
別
に
必
要
で
あ
る
。

公
明
党
は
創
価
学
会
や
そ
の
関
連
組
織
と
、
共
産
党
も
ま
た
数
多
く
の
関
連
組
織
と
関
係
を
も
つ
が
、
政
治
献
金
は
受
け
て
い
な

第8主主
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い
。
党
費
、
機
関
紙
の
形
で
資
金
は
動
き
、
団
体
と
党
の
強
力
な
関
係
は
み
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
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…
九
六
六
年
か
ら
八
六
年
ま
で
の
政
治
献
金
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
注
目
を
ひ
く
。
そ
の
一
つ
は
す
で

に
ふ
れ
た
よ
う
に
国
民
政
治
協
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
財
界
の
献
金
が
占
め
る
比
重
の
低
下
で
あ
る
。
六

に
は
政
治
資
金
全
体

に
占
め
る
国
民
政
治
協
会
の
行
っ
た
献
金
の
比
率
は
二
四
%
で
あ
っ
た
が
、
年
々
多
少
の
変
動
を
繰
り
返
し
な
が
ら
七
三
年
に
は
こ

八
六
年
で
は
わ
ず
か
七
%
に
ま
で
落

ち
て
い
る
。
理
由
と
し
て
は
、
経
済
の
ソ
フ
ト
化
を
受
け
て
銀
行
や
保
険
、
商
社
な
ど
の
比
率
が
献
金
高
の
な
か
で
は
上
昇
し
て
い

る
が
、
当
時
の
財
界
と
り
わ
け
経
団
連
は
鉄
舗
を
中
心
と
し
た
重
化
学
工
業
に
主
た
る
基
盤
を
お
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
献
金
の
伸

び
が
低
く
な
っ
た
こ
と
、
第
二
に
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
企
業
批
判
の
影
響
、
第
一
ニ
に
、
低
成
長
下
で
著
し
く
政
、
治
的
圧
力
を
高
め
た

ハ
%
ま
で
上
昇
し
た
。

し
か
し
そ
の
後
七
五
年
に
急
激
に
そ
の
比
率
を

二
%
ま
で
落
と
し
、

中
小
零
細
業
界
、
職
能
団
体
の
つ
く
る
政
治
団
体
献
金
の
増
大
、
が
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
の
特
徴
は
労
働
組
合
の
献
金
額
、
が
減
少
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

九
六
九
年
に
は
献
金
上
位
二
五

伎
の
な
か
に
総
評
系
四
、
問
問
系
四
の
入
団
体
も
顔
を
出
し
て
い
た
の
に
、

八
0
年
代
で
は
総
評
と
同
盟
の
二
団
体
か
、

ま
れ
に
そ

れ
以
外
の
一
な
い
し
こ
の
大
単
産
が
顔
を
出
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

し
か
も
献
金
の
額
も
せ
い
、
、
せ
い
二

0
0
0万
円
止
ま
り
と
な

っ
て
い
る
。
政
治
資
金
規
正
、
法
に
よ
る
献
金
の
制
限
も
あ
る
が

は
政
治
団
体
を
結
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ク
リ
ア
で
き
た
も

の
で
あ
り
、
減
少
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
財
界
の
比
重
低
下
と
と
も
に
、

工
業
化
に
適
応
し
た
団
体
が
脱
工
業
化

の
中
で
停
、
怖
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
と
の
証
拠
で
あ
る
。

こ
う
し
た
八

0
年
代
中
葉
の
状
況
は
、
九

0
年
代
以
後
も
継
続
し
、
九
一
一

の
連
立
政
権
後
急
速
に
変
容
を
み
せ
る
。
政
治
問
体

や
政
治
資
金
の
総
額
も
一
九
九

O
年
頃
を
ピ
!
ク
に
減
退
し
は
じ
め
、
九
四
年
の
政
治
資
金
規
正
法
改
正
、
政
党
助
成
法
の
影
響
、

(5) 

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
一
長
引
く
不
況
の
影
響
も
あ
り
、
団
体
と
政
治
の
献
金
を
め
ぐ
る
状
況
も
急
変
し
つ
つ
あ
る
。



3 

利
益
代
表
議
員

九
八

0
年
代
中
葉
の
政
党
と
団
体
の
議
員
に
よ
る
代
表
関
係
を
み
て
み
よ
う
。

-M円
ド
レ
ノ
¥

か
つ
て
丸
山
嘉
男
は
、
日
本
の
後
遊
性
の
結
果
と
し
て
政
治
の
領
域
に
お
け
る
「
機
能
集
団
」
の
役
割
が
ズ
レ
て
お
り
、
本
来
政

(6) 

党
が
す
べ
き
役
割
を
団
体
が
代
倖
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
議
員
は
そ
れ
ゆ
え
政
党
で
は
な
く
団
体
か
ら
供
給
さ
れ
て
き
た
。
比
較
政

治
的
に
み
て
こ
の
こ
と
は
興
味
深
く
、

日
本
で
は
議
員
が
利
益
代
表
性
を
強
く
帯
び
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
利
益
団
体
の
代
表

者
と
し
て
一
凶
会
に
送
り
込
ま
れ
る
の
は
自
民
党
の
場
合
、
大
部
分
が
官
庶
出
身
者
で
あ
り
、
参
議
院
旧
全
国
区
や
現
在
の
比
例
代
表

な
ど
に
は
直
接
的
な
出
身
代
表
が
送
り
込
ま
れ
る
。
社
会
党
の
場
合
は
衆
・
参
両
議
員
を
通
じ
て
労
組
出
身
者
が
半
数
に
迫
り
、
利

益
代
表
型
政
党
の
典
型
と
い
え
た
。

ま
ず
一
九
八
六
年
同
日
選
挙
で
の
利
益
代
表
の
分
布
を
み
て
み
よ
う
。
自
民
党
の
場
合
は
官
僚
出
身
の
議
員
お
よ
び
参
議
院
で
の

立
証
佼
成
会
、

の
家
、
軍
関
心
連
、
歯
科
医
師
会
、

日
本
遺
族
会
、

日
本
医
師
会
、
自
衛
隊

(
O
B
)

の
そ
れ
ぞ
れ

政党と利益団体・圧力団体

る
議
員
が
大
部
分
そ
れ
に
当
た
る
。
衆
議
院
よ
り
参
議
院
に
利
益
代
表
の
性
格
が
濃
い
。
と
り
わ
け
建
設
省
や
農
水
省
、
国
鉄
な
ど

(
7
)
 

の
出
身
の
官
僚
に
そ
の
性
格
が
濃
い
。
広
瀬
通
貞
は
、
参
議
院
全
国
区
の
官
僚
出
身
議
員
と
利
益
団
体
の
関
係
を
農
業
構
造
改
善
事

業
を
担
当
す
る
省
庁
出
身

そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
団
体
を
例
と
し
て
見
事
に
例
証
し
た
。
官
僚
出
身
の
議
員

と
利
益
団
体
の
間
に
は
大
な
り
小
な
り
そ
の
よ
う
な
関
係
が
存
在
す
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
、
民
社
両
党
で
の
利
益
団
体
と
政
党
の
関
係
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
っ
た
。
総
評
、
中
立
労
連
系
は
大
部
分
が
社
会
党
、

!日

全
労
・
向
盟
系
は
民
社
党
の
議
員
で
あ
る
。

八
六
年
の
向
日
選
挙
ま
で
は
両
党
に
お
い
て
そ
の
数
は
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
両
党
の

第 8~lfi 

停
滞
ゆ
え
に
労
働
組
合
出
身
議
員
が
両
党
に
お
い
て
'
占
め
る
比
率
は
上
昇
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。

八
六
年
同
日
選
挙
で
は

し
か
し
、

両
党
と
も
相
当
な
打
撃
を
受
け
、
労
働
組
合
出
身
議
員
も
数
を
減
ら
し
た
。
労
働
組
合
以
外
で
は
社
会
党
は
部
落
解
放
同
盟
、
全
日
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本
的
庶
民
組
合
か
ら
各
一
名
、
共
産
党
は
新
日
本
婦
人
倶
楽
部
、
自
由
法
曹
団
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
代
表
を
議
員
に
迎
え
て
い
た
。

502 

こ
の
よ
う
な
利
益
代
表
議
員
を
中
心
と
し
て
団
体
と
政
党
は
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
関
係
の
一
つ
を
示
す
も
の

は
議
員
が
つ
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
員
連
盟
で
あ
る
。

一
般
に
政
党
、
が
安
易
に
資
金
と
票
を
求
め
て
利
益
団
体
の
一
部
と
回
定
化
し
た

関
係
を
も
つ
ほ
ど
、
急
速
に
変
化
し
て
い
く
状
況
と
の
接
点
を
失
い
、
政
策
音
痴
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
自
民
党
の
場
合
、
人
的
結

合
(
直
接
の
代
表
議
員
)
は
参
議

J

院
に
ほ
ぼ
限
り
、
官
僚
が
機
能
的
代
表
を
行
う
こ
と
で
こ
の
欠
点
を
や
や
ま
ぬ
が
れ
て
い
た
。
他
方
、

野
党
と
く
に
社
会

・
民
社
両
党
は
直
接
的
で
固
定
的
な
関
係
に
過
度
に
依
存
し
、
政
策
能
力
を
低
下
さ
せ
た
。

以
上
の
よ
う
な
政
党
と
団
体
の
人
的
交
換
の
シ
ス
テ
ム
は
、

一
九
九
三
年
以
後
急
速
に
崩
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は
ま
ず
社
会
党

の
実
質
的
な
消
滅
(
一
九
九
六
年
、
社
会
民
主
党
に
改
称
)
、
新
進
党
や
民
主
党
の
形
成
な
ど
政
界
再
編
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
。
自
民

党
で
も
同
様
の
利
議
団
体
と
の
関
係
は
急
速
に
薄
ま
っ
て
い
く
が
、
参
議
院
を
中
心
に
な
お
慣
行
が
残
り
、
関
係
変
化
は
他
党
よ
り

も
遅
い
。

(
注
)

1 

自
由
民
主
党
研
修
叢
書
『
政
党
』
自
民
党
、
一
九
七
七
年
。
佐
藤
誠
一
一
一
郎
・
松
崎
哲
久
『
自
民
党
政
権
』
中
央
公
論
社
、

本
節
の
記
述
は
、
辻
中
豊
『
利
益
集
団
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
…
こ
ん
ハ
ー
一
一
一
一
四
頁
に
基
づ
く
。

山
石
井
奉
信
『
「
政
治
資
金
」
の
研
究
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
O
年
、
一

O
九
1

一
二
回
一
良
。
図
6
、
図
7
は
佐
藤
稔
『
政
治
資
全

の
研
究
』
未
公
刊
論
文
(
筑
波
大
学
、
一
九
六
六
年
)
に
基
づ
く
。

安
定
的
で
あ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
花
村
(
仁
八
郎
)
方
式
と
よ
ば
れ
る
経
団
連
事
務
総
長
の
ル
i
ル
に
基
づ
い
て
割
り
振
ら
れ
た
た
め
で

一
九
八
九
年
三
月
二
ニ
日
。

目

3
b
i
¥

司、、
=
4
0

一
↓
ノ
町
ノ
プ
ノ
ゐ
叶

2 (
3
)
 

(
4
)
 

あ
る
。
読
売
新
聞
、



(
5
)

た
だ
し
、
九
四
年
以
後
も
政
治
資
金
を
め
ぐ
る
状
況
は
十
分
透
明
と
は
い
え
ず
、
実
像
の
把
躍
は
容
易
で
は
な
い
。
佐
々
木
毅
ほ
か
編

『
代
議
士
と
カ
ネ
』
朝
日
選
替
、
一
九
九
九
年
。

(
6
)

丸
山
真
男
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
未
来
社
、
一
九
六
四
年
。

広
瀬
通
貞
『
補
助
金
と
政
権
党
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
一
年
。

五

利
益
団
体
の
影
響
力
i
i

九
七

0
1
八

0
年
代

以
上
の
よ
う
に
利
益
団
体
と
政
党
の
関
係
は
次
第
に
一
変
容
し
た
と
は
い
え
、

一
九
九
三
年
以
前
は
明
確
に
政
権
に
近
い
(
与
党
側
)

政党と利益団体・圧力間体

団
体
と
そ
う
で
な
い
(
野
党
側
)
団
体
の
境
界
が
存
在
し
、
二
環
構
造
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
利
益
団
体
と
政
党

の
関
係
も
変
化
し
、
団
体
の
政
治
的
な
影
響
力
も
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
現
在
の
地
点
か
ら
、
戦
後
復
興
期
や
高
度
成
長
期

の
団
体
の
影
響
力
に
つ
い
て
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
分
析
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
七

0
年
代
、
八

0
年
代
に
な
さ
れ
た
調
査
で
の

関
連
質
問
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
利
益
団
体
の
全
体
と
し
て
の
影
響
力
を
推
察
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
検
討
す
る
の
は
、
七
八
年
の
国
会
議
員
調
査
(
一

O
一
名
)
、
七
六
年
行
政
官
僚
調
査
(
二
五
二
名
)
、
八
七
年
国
会
議
員
調

(1) 

査
(
一
一
一
一
名
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
利
益
団
体
で
は
な
く
、
公
式
の
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
議
員
や
官
僚
に
、
利
益
団
体
を
含
む
さ
ま
ざ

ア
ク
タ
ー
の
「
政
策
決
定
へ
の
影
響
度
」
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。

ま
の
政
治
・

七
0
年
代
の
国
会
議
員
と
行
政
官
僚
の
調
査
(
図
8
1①
、
図
8
1
②
)
は
、

そ
れ
ぞ
れ
国
政
で
の
政
策
決
定
一
般
へ
の
影
響
度
を
開

第 8章

い
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
調
査
対
象
で
あ
る
国
会
議
員
、
行
政
官
僚
に
影
響
度
の
高
い
ア
ク
タ
ー
の
一
位
、

位
、
ご
一
位
を
選
ば
せ
た

も
の
で
あ
る
。
政
党
や
官
僚
(
所
管
官
庁
)
、
裁
判
所
な
ど
公
式
の
ア
ク
タ
ー
を
含
む
設
問
で
、

三
位
ま
で
に
入
る
の
は
た
や
す
く
な
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ら
、
非
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の
ア
ク
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ー
の
回
答
割
合
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が
低
い
こ
と
は
あ
る
意
味
で
し
か
た
が
な
い
。

こ
う
し
た
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
図

8
l①、

図
8
l
②
を
み
る
と
き
わ
め
て
共
通
し
た
傾

向
が
観
察
で
き
る
。

国
会
議
員
や
行
政
官
僚
と
い
っ
た
政
策
形

成
の
公
式
の
ア
ク
タ
ー
が
、
自
分
達
つ
ま
り

政
党
、
行
政
官
僚
以
外
で
は
、
大
企
業
、
利

議
団
体
、

マ
ス
コ
ミ
、
と
回
答
す
る
も
の
が

多
く
、
知
識
人
、
市
民
運
動
、
労
働
組
合
は

ご
く
少
数
が
挙
げ
る
に
と
ど
ま
る
。
「
大
企

業
」
は
典
型
的
な
利
益
集
団
で
あ
り
、
「
利

益
間
体
」
は
そ
の
も
の
を
指
す
か
ら
、

九

七

0
年
代
の
日
本
で
は
、
公
的
ア
ク
タ
ー
以

外
で
は
、
利
議
集
団
、
利
益
団
体
が
マ
ス
コ

『
と
と
も
に
第
一
一
一
、
第
四
の
権
力
、
政
策
決

定
へ
の
影
響
ア
ク
タ
ー
に
な
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。



一
九
八
七
年
の
国
会
議
員
調
査
で
は
、

よ
り
主

'mこ、

C

戸一

-F
H
4冗
句
ル

Y

具
体
的
な
政
策
を
挙
げ
て
さ
ま
さ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
影
響
度
を
聞
い
て
い

る
が
、
第
一
位
と
第
二
位
ま
で
し
か
開
い
て
い
な
い
の
で

こ
こ
で
は
い
っ
そ
う
非
公
式
ア
ク
タ
ー
が
選
ば
れ
る
の
は
た
や
す
く
な

に
そ
れ
ゆ
え
、
体
か
に
こ
こ
に
掲
放
し
て
い
な
い
政
策
争
点
、
防
衛
費
決
定
や
選
挙
法
改
正
と
い
っ
た
防
衛

・
軍
事
、
政
治
家
凶

有
の
争
点
領
域
で
は
大
企
業
、
利
益
間
体
、
労
働
組
合
な
と
利
益
集
団
関
係
の
ア
ク
タ
ー
は
ほ
と
ん
ど
阪
を
出
さ
な
い
。
他
方
で
、

こ
こ
に
凶

8
1③、

8
1④
と
し
て
示
し
た
、
米
側
決
定
や
健
康
政
策
(
位
脱
保
険
な
ど
)

は
典
型
的
な
利
益
団
体
関
連
政
策
で
あ
る
。

米
側
で
は
与
党
政
調
部
会
に
つ
い
で
、
健
戚
政
策
で
も
与
党
政
訓
部
会
、
所
管
官
斤
に
つ
い
で
、
利
益
団
体
が
挙
が
り
、
ま
た
利
益

こ
う
し
た
分
配
、
問
分
配
却
の
政
策
か
ら
、
「
規
制
緩
和
政
策
」
(
閑
8
1
⑤
)
と

団
体
が
出
席
す
る
ι

審
議
会
の
順
位
も
高
い
。
他
方
、

い
っ
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
政
策
に
な
る
と
、
利
益
団
体
と
い
う
答
え
は
ほ
ほ
皆
無
に
近
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に

一
九
八

0
年
代
の
調
査
で
も
、
利
益
団
体
に
と
っ

て
政
策
受
誌
が
明
協
な
政
策
領
域
で
は
、
利
益
間
休
が
公
式
ア
ク

タ
l
以
上
の
影
響
力
を
誇
る
社
会
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
な
政
策
形
成
過
程
が
日
本
で
も
現
実
化
し
て
い
た
。
他
方
で
、
野
党
や
労

政党と利益間体・圧力|ヨ1休

働
組
合
、
知
識
人
、
世
論
な
ど
の
順
位
は
き
わ
め
て
低
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、

」
の
社
会

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
も
政
権
党
た
る
自

民
党
と
の
関
係
が
重
要
な
、
政
権
政
党
を
媒
介
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
政
権
政
党
的
な
コ

ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

(
注
)

国
会
議
員
調
査
は
一
九
七
八
年
、
八
七
年
、
二

O
O
二
年
に
、
行
政
官
僚
調
査
は
一
九
七
六
年
、

八
五
年
、
一
一

0
0
一
年
に
、
ま
た
圧
力

団
体
調
査
は

一
九
八

O
年
、
九
四
年
、
二

O
O
三
年
に
、
レ
ず
れ
も
村
松
岐
夫
を
代
表
者
と
す
る
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
。
今
回

の
デ
ー
タ
の
使
用
を
許
可
さ
れ
た
村
松
教
綬
に
感
謝
し
た
い
ト
。

第 8草
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政
党
と
利
益
団
体
・
圧
力
団
体
の
接
触
と
支
持
関
係
|

l
政
権
交
代
の
イ
ン
パ
ク
ト

さ
て
、

五
節
ま
で
、

日
本
に
お
け
る
利
益
団
体
の
形
成
や
そ
の
展
開
に
つ
い

て
、
腔
史
的
な
経
緯
と
展
開
の
把
握
に
努
め
、
ま
た

保
守
政
権
が
安
泰
を
誇
っ
た
八

0
年
代
を
中
心
に
利
益
団
体
政
治
を
検
討
し
た
。

そ
こ
で
は
生
産
者
団
体
が
量
的
に
優
位
に
あ
り
、
か
つ
歴
史
的
に
も
戦
後
早
期
に
形
成
さ
れ
、
高
度
成
長
期
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

(
1
)
 

日
本
の
生
産
者
団
体
の
優
位
は
他
の
国
よ
り
強
い
よ
う
で
あ
る
。
な
か
で
も
、

を
拡
張
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
国
際
的
に
み
て
も
、

経
済
団
体
や
操
業
団
体
の
発
達
は
著
し
く
、

し
か
も
そ
れ
ら
は
永
続
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
保
守
政
権
の
基
礎
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。

保
守
政
権
の
側
で
も
、
政
策
過
程
を
二
環
化
し
、
政
策
協
調
を
行
う
内
側
の
環
に
そ
う
し
た
団
体
を
組
み
入
れ
、
手
厚
く
そ
の
政
策
受

援
を
保
護
し
た
。
多
元
主
義
で
は
あ
る
が
政
権
党
・
行
政
官
庁
に
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
政
策
過
程
(
村
松
岐
夫
)
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
団
体
の
下
部
構
造
や
、
政
党
と
圧
力
団
体
、
利
益
団
体
の
関
係
は
変
容
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

い
く
ら
経
済

団
体
や
農
業
団
体
が
大
き
く
か
っ
政
権
党
や
行
政
官
庁
か
ら
優
遇
さ
れ
よ
う
と
も
、

そ
れ
ら
と
政
党
の
関
係
に
変
化
は
生
ま
れ
な
い

の
か
、
が
問
題
で
あ
る
。
本
節
で
は
そ
の
点
に
焦
点
を
当
て
、

は
た
し
て
政
権
交
代
が
い
か
な
る
イ

ン
パ
ク
ト
を
も
っ
た
か
を
分
析

ゐ

〉

O

J
qJ
Y
一

と
こ
で
は
各
団
体
分
類
の
政
党
支
持
お
よ
び
政
党
と
の
接
触
を
分
析
す
る
。
政
権
交
代
前
後
の
比
較
可
能
な
五
種
類
の
デ
ー
タ
が

利
用
で
き
る
の
で
、
あ
る
程
度
、
政
権
交
代
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
把
握
で
き
る
。
ど
の
調
査
で
も
各
政
党
へ
の
支
持
と
接
触
に
関
し
て
、

五
段
階
(
「
非
常
に
」
四
、
「
か
な
り
」
ご
一
、

「
あ
る
程
度
」
二
、
「
あ
ま
り
」

一、「
ま
っ
た
く
な
い
」

O
)
で
、
支
持
で
は
そ
の
強
さ
を
、
按

触
で
は
そ
の
頻
度
を
聞
い
て
い
る
。

J

グ
ラ

ブ
は
、
間
体
分
類
ご
と
に
「
か
な
り
」
以
上
の
支
持
の
強
さ
の
割
合
、
同
じ
く
「
か
な
り
」



(2) 

以
上
の
接
触
頻
度
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
先
の
五
段
階
の
数
字
を
評
点
と
し
、
分
類
ご
と
の
平
均
点
も
計
算
し
た
。

圧
力
団
体
レ
ベ
ル
で
の
政
党
接
触
と
支
持
i
i
政
権
交
代
の
イ
ン
パ
ク
ト

ま
ず
、
中
央
頃
上
団
体
を
多
く
含
む
い
わ
ば
圧
力
団
体
レ
ベ
ル
の
調
査
で
あ
る
団
体
調
査
(
一
九
八

O
年
と
九
四
年
)
の
結
果
か
ら

一
九
八

O
年
、
九
三
年
の
政
権
交
代
前
、
九
四
年
の
政
権
交
代
後
の
三
つ
の
回
答
に
基
づ
く
、
グ
ラ
ブ
が

(
3
)
 

あ
る
(
九
四
年
訓
査
で
政
権
交
代
前
と
後
に
分
け
て
質
問
し
て
い
る
た
め
)
。

み
て
い
こ
う
。
こ
こ
に
は
、

図

9
の
一
九
八

O
年
の
、
グ
ラ
フ
が
、
現
代
日
本
に
お
け
る
団
体
分
類
別
の
政
党
と
の
接
触
と
支
持
を
考
え
る
際
の
基
本
と
な
る
。

調
査
時
点
は
一
九
八

O
年
の
向
日
選
挙
前
で
あ
り
、

い
わ
ば
危

政党と;刊誌団体・ Hゐ力団体;

い
わ
ゆ
る
一
九
七

0
年
代
の
保
革
伯
仲
期
の
最
後
の
時
期
で
あ
る
。

機
に
あ
る
発
展
志
向
型
の
利
益
団
体
多
一
死
主
義
の
最
盛
別
で
あ
る
。
な
ぜ
基
本
か
と
い
え
ば
、
保
革
伯
仲
状
態
で
も
あ
り
、
自
民
党

と
社
会
党
と
い
う
五
五
年
体
制
を
支
え
る
両
党
が
相
対
的
に
強
い
こ
と
、
そ
し
て
調
査
対
象
が
典
型
的
な
圧
力
団
体
で
あ
り
、
政
党

関
係
に
つ
い
て
跡
、
職
鮮
明
で
あ
る
と
予
想
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
舷
か
に
五
五
年
体
制
の
最
盛
期
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
五
五
年
体
制
ら
し
い
特
徴
を
十
分
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
時
点
、
対
象
の
調
査
だ
か
ら
で
あ
る
。

予
想
通
り
、
経
済
団
体
か
ら
教
育
団
体
ま
で
の
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
自
民
党
を
中
心
と
し
て
接
触
や
支
持
(
「
か
な
り
」
以
上
で

六
割
を
超
す
)
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
労
働
団
体
や
市
民
・
政
治
団
体
は
社
会
党
や
公
明
、
民
社
の
よ
う
な
野
党
を
中

心
と
し
た
支
持
・
接
触
が
行
わ
れ
て
い
る
。
専
門
家
団
体
は
両
者
の
中
間
的
な
形
を
示
し
て
い
る
。
擬
似
階
級
的
配
置
で
あ
り
、
政

策
過
程
の
こ
つ
の
環
構
造
(
升
味
準
之
輔
、
村
松
岐
夫
)
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
全
部
体
の
、
グ
ラ
フ
が
示
す
よ
う
に
、
日
本
で
は
強

第8草

回
な
政
治
的
核
と
し
て
自
民
党
が
存
在
し
、
弱
い
核
と
し
て
社
会
党
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
弱
い
核
と
し
て
他
の
野
党
が
存
在
す
る
と

い
う
配
置
が
み
ら
れ
る
。
経
済
団
体
以
外
の
諸
分
類
の
団
体
を
、
支
持
や
接
触
で
ど
の
程
度
ひ
き
つ
け
る
か
が
野
党
に
と
っ
て
の
課

507 
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題
で
あ
っ
た
。
与
党
は
支
持
よ
り
も
接
触
で
強
み
を
示
し
、
団
体
か
ら
情
報
を
股
い
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
う
少
し
詳
し
く
み
れ
ば
、
自
民
党
に
対
し
て
、
全
体
で
は
四
二
%
が
支
持
し
、
五
O
%
が
接
触
し
て
お
り
、
平
均
点
で
支
持

二
・
八
九
、
接
触
二

・
八
四
で
あ
っ
た
。
分
類
別
に
は
接
触
の
点
で
平
均
点
が
高
い
順
に
、
専
門
家
一
二
・
五
七
、
福
祉
三
・
二
三
、

行
政
関
係
一
二
・
二
一
、
教
育
一
一
了
。
八
、
経
済
三
・
O
六
、
農
業
三
・
O
五
の
各
団
体
で
あ
り
、
市
民
・
政
治
は
二
・
O
O
、
労
働

に
至
っ
て
は
一
・
八
二
で
し
か
な
い
。

τ
7
0
で
「
か
な
り
」
接
触
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
高
い
六
つ
の
分
類
は
頻
繁
に
自
民
党
と

接
触
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
専
門
家
や
福
祉
、
教
育
な
ど
政
策
受
益
刑
止
の
団
体
の
平
均
点
の
高
さ
に
注
目
し
た
い
。
他

方
で
社
会
党
に
は
、
労
働
団
体
が
一一了

二
四
、
市
民
政
治
が

二

・
七
六
、
専
門
家
が
二
・

一二
三
、
農
業
が

二

・
O
O
で
あ
る
が
、
他

は

一
点
ム
口
で
占
め
る
。

こ
の
五
五
年
体
制
型
の
自
・
社
両
党
が
対
極
を
な
す
政
党
支
持
・
按
触
の
パ
タ
ー
ン
は
、
九
三
年
の
政
権
交
代
以
前
に
は
か
な
り

の
変
化
を
来
た
し
は
じ
め
て
い
た
。
図
叩
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
民
党
へ
の
支
持
は
二
八
%
(
平
均
点
で
ご
・
六
一
)
ヘ
ー
接
触
は

三
一
二
%
(
平
均
点
で
二
・
四
四
)
ま
で
下
降
し
て
い
た
。
自
民
党
に
近
い
専
門
家
や
教
育
団
体
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
ぬ
値
を
示
し
た
が
、
福

祉
、
農
業
、
経
済
、
行
政
関
係
の
各
団
体
は
大
き
く
値
を
下
げ
、
接
触
で
四
割
、
支
持
で
は
そ
れ
以
下
へ
の
低
下
が
経
済
を
除
い
て

み
ら
れ
る
。
社
会
党
は
こ
の
時
点
で
は
ほ
ぼ
入
O
年
と
同
様
の
値
を
示
し
て
い
る
。

九
四
年
の
政
権
交
代
後
(
図
日
)
と
な
る
と
農
業
と
福
祉
、
専
門
家
団
体
に
な
お
強
い
自
民
党
と
の
関
係
が
残
る
も
の
の
、
全
体

と
し
て
み
て
自
民
党
の
倒
落
は
激
し
く
、
社
会
、
新
生
、
民
社
な
ど
の
政
党
と
変
わ
ら
な
い
割
合
の
団
体
か
ら
政
党
接
触
や
支
持
が

な
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
接
触
や
支
持
は
二
割
台
に
落
ち
、
平
均
点
も
二
点
を
や
や
上
回
る
だ
け
で
あ
る
。
野
党
の
ほ
う
も
、

社
会
党
は
や
や
数
字
が
前
よ
り
上
が
る
も
の
の
、
他
の
野
党
も
全
体
に
同
じ
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
で
、
相
対
的
な
地
位
の
低
下
が

政党と利益団体・圧力団体第 8章

見
ら
れ
る
。
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団体と政党(支持と接触、 1993年政権交代前)図 10
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第 8車: 政党と利主主団体.，EE力団体

爵11 EJj体と政党(支持と接触、 1994年政権交代後)
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政
界
の
再
編
成
、
連
立
政
権
の
登
場
に
よ
っ
て
、
圧
力
団
体
と
政
党
の
関
係
が
ま
さ
に
流
動
化
す
る
様
が
、
こ
の
二
回
の
調
査
の

512 

三
時
点
グ
ラ
フ
で
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
教
育
や
専
門
家
な
ど

一
部
の
政
策
受
益
団
体
を
除
い
て
、
九
三
年
の
政
権
交
代
以
前
か

ら
自
民
党
へ
の
支
持
や
接
触
は
減
退
し
て
お
り
、
そ
れ
が
政
権
交
代
後
に
は
一
挙
に
進
む
こ
と
が
印
象
的
で
あ
る

D

行
政
関
係
、
教

育
、
福
祉
、
農
業
、
専
門
家
な
ど
は
自
民
党
以
外
に
相
手
を
求
め
、
経
済
団
体
は
ど
の
党
と
も
関
係
を
自
粛
す
る
。
労
働
や
市
民
・

政
治
団
体
も
社
会
党
以
外
の
多
く
の
党
に
触
手
を
伸
ば
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
圧
力
団
体
、
頂
上
団
体
レ
ベ
ル
で
の
政
権
交
代
の
イ
ン
パ
ク
ト
、
政
界
流
動
化
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
決
定
的
で
あ
る
。

自
民
党
は
急
速
に
核
と
し
て
の
機
能
を
低
下
さ
せ
た
。

し
か
し
、
九
四
年
の
段
階
で
は
次
の
核
は
現
れ
て
い
な
い
。

ま
た
団
体
分
類

ご
と
の
接
触
・
支
持
パ
タ
ー
ン
は
な
お
大
勢
の
分
類
で
は
保
革
型
(
保
守
政
党
か
、
革
新
政
党
か
に
偏
る
タ
イ
。
乙
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

の
自
民
系
の
同
体
分
類
に
お
い
て
自
民
以
外
の
核
が
明
硲
に
現
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

2 

草
の
根
レ
ベ
ル
団
体
で
の
政
党
接
触
と
支
持
i

i
政
権
交
代
の
イ
ン
パ
ク
ト

J
I
G
S
調
査
に
基
づ
い
て
あ
と

二
つ
の
グ
ラ
フ
も
作
成
し
た
(
図
ロ
、
凶
日
)
。
今
度
は
そ
れ
を
観
察
し
よ
う
。
こ

本
1手

で
は;

れ
は
先
の
団
体
調
査
と
は
異
な
り
、
草
の
根
レ
ベ
ル
の
団
体
ま
で
含
む
市
民
社
会
の
組
織
調
査
で
あ
っ
た
。
調
査
は
九
七
年
に
行
わ

れ
た
が
、
設
問
に
一

O
年
前
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
聞
い
て
い
る
。
こ
の
設
問
を
利
用
し
、
政
権
交
代
や
政
界
流
動
化
の
イ
ン
パ

ク
ト
を
測
っ
て
み
よ
う
。

グ
ラ
フ
を
比
較
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
先
の
団
体
調
査
よ
り
す
べ
て
の
数
字
が
小
さ
く
、

グ
ラ
フ
は
低
く
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
回
答
数
自
体
が
少
な
い
こ
と
に
も
起
因
す
る
が
、

そ
れ
自
体
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
中
央
の
庄
力
団
体
と
違
っ
て

草
の
根
団
体
は
政
党
支
持
・
接
触
を
い
い
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
解
釈
は
と
も
か
く
、
最
大
の
値
を
示
す
自
民
党
を



第8主主 政党とキ.IJ設団体・圧力団体

函12 団体と政党(支持と接触、 1987年)
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例
に
と
れ
ば
、
全
体
で
の
支
持
や
接
触
は
一
割
前
後
で
あ
り
、
団
体
調
査
は
八

O
年
で
四
割
前
後
、
政
権
交
代
後
の
低
い
時
で
二
割

以
上
で
あ
る
か
ら

か
な
り
低
い
。

次

一
O
年
前
と
九
七
年
の
調
査
時
点
の
速
い
に
注
目
し
よ
う
。

お
し
な
べ
て
一

O
年
前
の
ほ
う
が
や
や
高
い
。
政
党
が
変
わ

一
O
年
前
の
社
会
党
に
、
九
七

つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
政
界
再
編
・
流
動
化
に
対
し
て
、
草
の
根
レ
ベ
ル
の

団
体
の
戸
惑
い
、
政
治
へ
の
関
与
の
減
退
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
緩
や
か
な
政
治
か
ら
の
撤
退
は
、
す
べ
て
の
団
体
分
類
に
生
じ

っ
て
い
る
の
で
比
較
し
に
く
い
が
、
自
民
党
に
つ
い
て
い
え
ば
、
支
持
も
接
触
も
減
退
し
て
い
る
。

年
の
新
進
党
、
民
主
党
、
社
民
党
は
お
よ
ん
で
い
な
い
。

て
お
り
、
分
類
ご
と
に
大
き
な
差
は
な
い
。
ま
た
、
中
央
の
圧
力
団
体
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
政
党
へ
の
支
持
よ
り
も
接
触
が
や
や

上
回
る
こ
と
は
草
の
根
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
逆
に
支
持
す
れ
ど
接
触
し
な
い
団
体
が
少
数
み
ら
れ
る
。

こ
の
草
の
根
レ
ベ
ル
で
も
政
権
交
代
の
イ
ン
パ
ク
ト
、
政
界
流
動
化
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
決
定
的
で
も
な

い
ο

も
と
も
と
そ
う
高
く
な
い
自
民
党
の
求
心
力
は
一
摺
低
下
し
た
。
し
か
し
、
九
七
年
の
段
階
で
も
次
の
核
は
み
え
な
い
。
ま
た

政党と利益団体・圧力EJl体

団
体
分
類
ご
と
の
接
触
・
支
持
パ
タ
ン
は
な
お
大
勢
の
分
類
で
は
保
革
型
(
ど
ち
ら
か
に
偏
る
型
)
で
あ
り
、
市
民
団
体
、
か
保
革
型
を

越
え
た
パ
タ
ン
を
示
し
て
い
る
の
が
在
日
で
き
る
。
草
の
根
で
は
政
党
か
ら

歩
引
い
た
状
況
が
支
配
的
で
あ
る
。

政
党
関
係
に
お
け
る
中
央
の
圧
力
団
体
と
草
の
根
団
体

こ
の
よ
う
に
団
体
調
査
と

J
I
G
S
調
査
で
の
結
果
は
、
共
通
し
て
九
三
年
の
前
後
に
、
団
体
の
政
党
へ
の
支
持
や
接
触
が
退
潮

し
て
い
く
頗
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
央
の
団
体
の
ほ
う
が
、
支
持
や
接
触
の
頻
度
は
高
い
が
、
そ
の
変
化
(
シ
フ
ト
)
も
大

さ
ら
に
草
の
根
の
団
体
で
は
九
七
年
と
い
う
時
期
的
理
由
(
嬬
本
自
民
党
政
権
下
)
も
あ
り
、
な
お
保
守
対
革

3 

第 81主

き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

新
の
一
一
極
構
造
を
緩
や
か
で
は
あ
る
が
残
存
し
て
お
り
、
団
体
世
界
が
そ
う
簡
単
に
は
変
動
し
な
い
政
党
関
係
構
造
を
有
し
て
い
る
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こ
と
を
示
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
、
政
党
と
団
体
が
、
政
界
再
編
成
や
政
権
構
成
の
一変
動
に
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敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
、

と
く
に
中
央
で
の
団
体
の
敏
感
さ
が
興
味
深
い
。
他
方
で
、
頂
上
、
草
の
根
の
両
レ
ベ
ル
と
も
、
団
体
分

類
ご
と
の
保
革
構
造
(
保
守
政
党
か
革
新
政
党
か
ど
ち
ら
か

へ
の
偏
り
)

の
克
服
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

j主

辻
中
血
児
編
『
現
代
日
本
の
市
民
社
会
・
利
益
団
体
』
本
鍔
社
、

二

O
O
一一年、

二
六
五
頁
。

(
2
)

グ
ラ
フ
や
平
均
値
は
す
べ
て
欠
損
値
も
含
め
た
全
調
査
団
体
を
計
と
し
て
い
る
。
無
回
答
な
ど
も
意
味
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
除
去
し
な
い

割
合
を
示
し
て
い

る
。

3 

一
九
九
四
年
の
団
体
制
査
で
、
政
権
交
代
前
と
後
に
分
け
て
質
問
し
、
ま
た

一
九
九
七
年
の

J
I
G
S
調
査
で
も
現
在
と

一
O
年
前
に
分

け
て
質
問
し
て
い
る
。
現
在
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
が
、
政
権
交
代
「
以
前
」
や
「

一
O
年
前
」
の
設
問
は
記
憶
に
基
ご
つ
く
リ
コ
ー
ル
設
問
で

あ
り
、
現
在
に
引
き
ず
ら
れ
た
り
、
暖
昧
に
な
り
や
す
く
、
解
釈
に
は
注
意
を
要
す
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
単
純
に
そ

の
ま
ま
解
釈
し
て
い
る
。

4 

こ
う
し
た
既
成
政
党
か
ら
の
退
潮
傾
向
に
つ
い
て
、
前
掲
室
田

(
l
)
第
一
四
、

一
-1
L
z
-
A
V九二尚一
H
O

一
マム
4
h「
，
オ
ン
山
川
ハ

七

結
論
|
|
日
本
に
お
け
る
政
党
と
利
益
団
体
・
圧
力
団
体

最
後
に
、

一
九
九
七
年
の

J
I
G
S
調
査
で
の
草
の
根
の
間
体
自
身
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
へ
の
影
響
力
評
価
(
「
諸
グ
ル

ー
プ
が
日
本
の
政
治
に
ど
の
程
度
影
響
力
を
も
っ
て
レ
る
か
」
を
七
段
階
で
評
側
、
こ
こ
に
は
各
ア
ク
タ
ー
へ
の
平
均
点
を
グ
ラ
フ
化
し
た
)

(
1
)
 

果
を
眺
め
な
が
ら
、
結
論
を
導
き
た
い
。

の
結



本
意
で
は
、
最
初
に
、
自
民
党
政
権
が
な
ぜ
か
く
も
長
期
政
権
で
あ
っ
た
の
か
、
連
立
後
も
な
お
第
一
党
と
し
て
勢
力
を
振
る
い

統
け
る
の
か
、
逆
に
、
野
党
は
な
ぜ
政
権
に
近
づ
け
な
い
の
か
と
い
う
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け
た
。
す
で
に
本
章
は
、

そ
の
一
つ

の
答
え
と
し
て
、
戦
後
復
興
期
に
起
源
を
も
ち
高
度
成
長
期
に
強
化
さ
れ
た
生
産
者
団
体
の
優
位
構
造
、
高
度
成
長
期
に
お
け
る
労

働
団
体
の
対
抗
組
織
化
の
失
敗
と
圧
力
団
体
化
、
ポ

ス
ト
工
業
化
期
に
-
登
場
し
た
新
し
い
団
体
の
財
政
基
粧
の
弱
さ
、
そ
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
政
権
交
代
や
政
界
再
編
成
を
通
じ
て
も
な
お
団
体
分
類
別
の
保
守
と
革
新
と
い
う
保
革
構
造
が
残
存
し
、
そ
の
打
般
が
容

易
で
な
い

こ
と
を
観
」
祭
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
い
く
つ
も
の
腐
が
庶
史
的
に
恥
積
し
た
政
党

・
利
益
団
体
関
係
の
な
か
で
、
草
の
根
の
市
民
社
会
の
団
体
は
日
本
政
治

の
影
響
力
構
造
を
図
日
の
よ
う
に
考
え
て
レ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
J
I
G
S
調
査
で
の
四
か
国
の
結
果
が
記
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
の
評
仰
が
他
の
三
か
国
に
お
い
て
よ
り
も
高
い
ア
ク
タ

ー
は
、
官
僚
、
農
業
団
体
、
外
国
の
政
府
、
国
際
機
関
、

外
国
の
利
益
団
体
で
あ
る
。

や
や
高
い

の
は
、
自
治
体
で
あ
る
。

政党と利疏団体・圧力団体

そ
れ
に
対
し
て
、

日
本
に
お
い
て
評
価
が
他
の
三
か
国
に
お
い
て
よ
り
も
低

い
ア
ク
タ
ー
は
、

マ
ス
コ
ミ
、
労
働
団
体
で
あ
り

他
の

か
国
よ
り
も
低
い
ア
ク
タ

ー
は
、
消
費
者
団
体
、

N
G
0
・
市
民
団
体

・
住
民
運
動
団
体
、
婦
人

・
女
性
運
動
団
体
で
あ
る
。

や
や
日
本
が
高
レ
場
合
も
あ
る
が
、
順
位
も
考
慮
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
-評
価
が
同
じ
で
あ
る
の
は
、
政
党
、
経
済

・
経
営
者
団
体
、

大
企
業
、
福
祉
団
体
で
あ
る
。

「他
の

ア
ク
タ
ー
の
影
響
力
評
価
」
が
実
際
の
影
響
力
分
布
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
、
断
定
的
な
こ
と
を
レ
う
こ

と
は
で
き
な
い
が
、

四
か
国
で
の
共
通
部
分
も
相
違
部
分
も
大
変
示
唆
的
な
回
答
に
な
っ
て
い

る
。
路
実
に

い
え
る
の
は
、
首
都
に

第 8草

お
け
る
草
の
根
団
体
の
指
導
者
の
認
知
構
造
が
、
な
お
政
権
党
側
の
団
体
と
野
党
側
の
団
体
の

二
環
構
造
で
あ
り
、
保
革

へ
の
偏
り

を
も
っ
構
造
で
あ
る
点
で
あ
る
。
労
働
団
体
以
下
の
野
党
サ
イ
ド
、
ま
た
消
費
者
団
体
、
N
G
0
・
市
民
団
体

・
住
民
運
動
団
体
、
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に
り

d
斗
a

円
ノ
h
M

影
響
力
評
価
の
平
均
値

婦
人
・
女
性
運
動
団
体

N
G
O
'
市
民
団
体

住
民
迷
動
団
体

福
祉
団
体

消
費
者
団
体

文
化
人
・
学
者

外
国
の
利
益
団
体

労
働
団
体

自
治
体

国
際
機
関

外
国
の
政
府

農
業
団
体

マ
ス
コ
ミ

大
企
業

経
?斉

キ王

者
l宣3
イ本

(出典)]lGS調査。

政
党

官
僚

。

婦
人
・
女
性
運
動
団
体
な
ど
の
市
民
社
会
の
諮
問
体
が
日
本
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の
中
で
低
い
だ
け
で
な
く
、
他
の
国
よ
り
も
た
い
て
い
の
場

合
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し

ー
タ
が
示
す
の
は
と
う
し
た
旧
構
造
だ
け
で

十『小

P
ふ
、

o

p
h
V
4
j
yし
V

八
O
年
、
九
四
年
の
団
体
調
査
で
も
、
九
七
年
の

J
I
G
S
調
査
で
も
、
同
様
の
文
部
で
「
あ
な
た
の
団
体
は

ど
の
程
度
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
か
」
を
開
い
て
い
る
。
団

体
調
査
で
は

あ
な
た
の
間
体
の
関
連
す
る
政
策
に
つ
い

て
」
と
い
う
限
定
、

J
I
G
S
調
査
で
は
そ
れ
は
自
分
の
回

体
の
活
動
す
る
「
地
域
で
の
政
策
課
題
が
生
じ
た
時
」
と
い

う
間
限
定
が
つ
い
て
い
る
。
と
れ
を
団
体
分
類
ご
と
に
五
段
階

四
点
満
点
で
計
算
し
た
答
え
を
紹
介
し
た
い
。

八
O
年
団
体

調
査
で
は
、
平
均
値
ニ
・
問
中
ハ
を
上
回
っ
た
の
は
、
①
教
育

問
体
二
・
九
一
一
、
②
政
府
外
郭
団
体
一
一
・
八
七
、
③
専
門
家

・
八
九
、
④
農
業
団
体
二
・
五
二
、
⑤
福
祉
問
体

団
体
一

一
了
間
七
、
と
い
う
順
位
で
の
五
分
類
で
あ
っ
た
。

九
四
年
に
な
る
と
平
均
値
は

.
7
0
0
に
低
下
し
、
①
福
祉

③
教
育
問

そ
れ
が

団
体
ニ
・
二
七
、
②
行
政
関
係
団
体



体
二
・
二
五
、
④
農
業
団
体

四
、
そ
し
て
⑤
市
民
・
政
払
川
団
体

一
と
な
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て

九
七
年
の

J
I
G
S
調
査
で
は
平
均
椋

-
五
二
で
あ
り
、
順
位
は
①
農
業
団
体
一
て

⑥
経
済
団
体
一

一
九
、
②
政
治
団
体

。
③
市
民
団
体

七
二
、
④
福
訟
団
体

-
五
六
と
な
る
。

」
こ
で
最
後
に
触
れ
た
か
っ

-
五
八
、
⑤
労
働
団
体
一
・
五

は
、
政
策
受
誌
を
期
待
す
る
国
体
か
ら
市
民
・
政
治
団
体
ヘ
、
自
ら
の
影
響
力
を
感
じ
る
問

体
の
比
一
面
一
が
緩
や
か
に
移
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

本
章
は
、
政
党
を
支
え
る
下
部
構
造
と
し
て
の
利
益
団
体
こ
そ
が
、
政
党
の
変
革
を
支
え
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て

ま
た
政
党
に
よ
る
政
権
交
代
な
ど
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
利
益
団
体
構
造
を
変
え
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
両
者
の
相

五
性
に
つ
い
て
ヂ
!
タ
に
基
づ
き
突
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
団
体
位
界
の
保
革
構
造
の
克
服
こ
そ
、
競
争
的
な
政
党
政
治
に

そ
れ
に
は
ま
た
政
権
交
代
に
よ
る
団
体
世
界
の
流
動
化
と
新
し
い
団
体
の
財
政
強
化
が
必
要
な
こ
と
が
結
論
さ
れ

は
必
要
で
あ
り
、

る
の
で
あ
る
。

政党と利益団体・圧力団体

注

詳
細
な
検
討
は
、
辻
中
豊
編
吋
現
代
日
本
の
市
民
社
会
・
利
益
団
体
』
本
鍔
社
、

『
現
代
斡
国
の
市
民
社
会
・
利
益
団
体
』
木
鐸
社
、
二

O
O
四
年
を
参
照
。

一一

O
O
二
年
、
第
三
輩
、

お
よ
び
辻
中
山
東
・
廉
戟
鏑
一
編

第8，tj! 
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